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午前10時00分 開議 

○議長（馬場 衛） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配信のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 本日の質問順序は、受付順により１番 相曽桃子

議員、２番 佐原佳美議員、３番 楠 浩幸議員、

４番 滝本幸夫議員、５番 山口裕教議員、６番 

三上 元議員と決定いたします。 

 初めに、１番 相曽桃子議員の発言を許します。 

  〔１番 相曽桃子登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、１番 相曽桃子議

員どうぞ。 

○１番（相曽桃子） １番 相曽桃子でございます。

通告書に従いまして一般質問を行います。 

 主題１、乳幼児健康診査についてです。 

 質問しようとする背景や経緯につきまして、乳幼

児健康診査については、母子保健法第12条に、市町

村は次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところ

により健康調査を行わなければならないと定め、１

歳６か月児及び３歳児に対する健康診査の実施が義

務づけられております。また、13条に前条の健康調

査のほか、市町村は必要に応じ、妊産婦または乳児

もしくは幼児に対して健康診査を行い、または健康

診査を受けることを推奨しなければならないと定め、

乳児期、３から６か月頃及び９から11か月頃の健康

診査についても、全国的に実施されている状況とな

っております。当市におきましても、４か月児健康

診査、10か月児健康診査を実施していると思います。 

 こうした中で、新たに１か月児及び５歳児に対す

る健康診査の費用を助成することにより、出産後か

ら就学前までの切れ目のない健康診査の実施体制を

整備することを目的としまして、こども家庭庁は令

和５年度補正予算を組み、また令和６年度補正予算

では補助単価を増額し、早期の全国展開を目指して

います。法定ではなく任意健診ではございますが、

身体の異常の発見や発達の評価を行うために重要な

健診であります。 

 一方、健診医の確保ができない、医師以外の専門

職が確保できない、健診実施に当たっての基本的な

運営や特に５歳児につきましては、フォローアップ

を含めた体制整備が困難といった課題も挙げられて

います。 

 質問の目的は、当市におけます乳幼児健康診査の

現状、必要性、課題を明らかにし、出産後から就学

前までの切れ目のない支援体制を整えるためでござ

います。 

 質問事項に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） １、乳幼児健康診査の実施状

況と受診率のほうを伺います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。こども未来部長。 

  〔こども未来部長 鈴木祥浩登壇〕 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 本市では、４か月児健康診査と10か月児健康診査

は、個別健康診査、１歳６か月児健康診査と３歳児

健康診査は、集団健康診査として月１回、年12回実

施しております。 

 令和５年度の受診率は、４か月児、１歳６か月児、

３歳児健康診査につきましては、対象の全ての方が

受診しております。10か月児健康診査は93.9％の受

診率となっております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） ほとんどの乳幼児が受診をし

ているという現状に安心をいたしました。 

 それでは２に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） ２、先ほども100％ではない

ところもあったと思いますので、未受診児への対応

についてお伺いします。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 それぞれの健康診査の対象月に受診をできなかっ
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た、しなかった場合には、健康診査のお知らせのは

がきを郵送しております。その後、さらに未受診だ

った場合には電話をかけたり、訪問をしたりして受

診の勧奨をしております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） まずは、はがきを出してアク

ションを待って、それでもなければちょっとまた連

絡するというところで分かりました。 

 それでは３番に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） そちらですね、健康診査で異

常と書きましたけれども、少し問題があると判断さ

れた場合ですけれども、医療機関へつなげた割合や

支援が必要な未就学児への保護者への相談支援体制

がどうなっているかをお伺いします。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 令和５年度に医療機関への紹介が必要となった割

合でございますが、４か月児健診においては受診者

318名中９名の2.83％、10か月児健診におきまして

は309名中４名の1.29％、１歳６か月児健診におき

ましては303名中１名で0.33％、３歳児健診におき

ましては343名中９名の2.62％でございます。全体

で1.8％ほどということになっております。 

 また、継続的な支援が必要と判断された割合でご

ざいますが、１歳６か月児健診におきましては116

名の38.3％、３歳児健診におきましては126名の

36.7％でございます。 

 支援が必要な理由としましては、主に発達や発育

に関する課題、家庭環境や養育態度に関して心配が

あるということでございます。 

 支援方法といたしましては、定期的な電話連絡や

訪問支援、教室の開催、専門相談等を行い、発達や

養育に関する相談支援を実施しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そうしましたら、まず医療機

関につなげた割合というところで、１％から２％の

割合をつなげているというところは分かりました。

また、何かしらの支援が必要ということが１歳６か

月、３歳では全体の３割近くが何かしらの支援が必

要だというところが分かりましたけれども、その３

割の中で比較的見守りといいますか軽いといいます

か、すぐに解決できそうな方もいれば、継続的に見

ていかなければならないというような差があると思

うんですけれども、そこら辺で継続的にちょっと支

援が必要だと、また医療機関だけでなくて他機関、

他施設との連携も必要だと思われる対象というもの

はいらっしゃるんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 こども未来部こども未来課のほうで新所幼稚園を

改修してにこりんという施設を改修したわけですが、

以前から申し上げているようにそこの施設で発達の

関係の相談支援、初期の支援を行うということでご

ざいまして、いわゆる気になるお子さんということ

については、親御さんのほうから相談があったり、

こういう健診で分かってきたということについては

お声かけをしたり、相談に来た方には継続して相談

に乗るということも行っておりますし、これからも

行っていくということで考えております。こども未

来課のほうの対応といたしましては、そこの部分を

強化して親身に相談を受けて、家庭ではこういうふ

うにしたほうがいいよとか、園の先生からも相談が

ございますので、園の中ではこういうふうにしたほ

うがいいよというようなアドバイスを与えていくと

いうことで、継続的に支援をしていくという形で考

えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そしたら今、園との連携とい

う話もありましたけれども、例えばこの１歳６か月、

３歳で保育園などに入っているお子様の場合、直接、

市のほうからの園のほうに何かちょっと気になるこ

とがあるので話を聞かせてくださいというように、

園のほうにアプローチすることっていうのはあるん

ですか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 
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 実際、園のほうに訪問して様子を確認したり、必

要に応じての園のほうで相談に乗ったりということ

もございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 私も今、２歳児を預けている

身ですので、いろいろ予防接種をしたりとか健診を

受けたら先生のほうに受けてきましたと、問題あり

ませんでしたみたいな感じで連絡のほうはしており

ます。それで、今もおっしゃられたとおり保護者か

らアクションがなくても、市のほうからちょっと心

配であれば、園のほうに聞いているということでそ

れも少しまた安心をいたしました。 

 そしたら次に、４番目に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 以上の結果から、今の乳幼児

健康診査を行う上での課題のほうをお伺いいたしま

す。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 課題としてですが、以下の点が挙げられます。ま

ず、専門職の確保でございます。健診の質を維持し、

円滑に進行させるためには、十分な人員の確保が不

可欠であると認識しております。それから次に、外

国籍の保護者への支援でございます。ポルトガル語

やスペイン語の通訳を配置してはいますけれども、

文化の違いや言語の壁が障害となったり、発育・発

達の状態を正確に把握することが難しい場合があり

ます。このため、適切な支援が遅れる可能性があり、

さらなる対応が求められるところでございます。ま

た、健診に関わるスタッフのスキルアップも重要な

課題でございまして、乳幼児の健康や発達に関する

最新の知識を取り入れるということは、質を向上さ

せるということ、サービスを向上させるという点に

おいても不可欠でございます。そのために、関係機

関が情報共有する機会を積極的に設けるとともに、

定期的な研修を積極的に受けるということが必要に

なってきます。その研修で最新の情報が得られ、知

識となるということでございます。 

 今後、これらの課題に対応しまして、より多くの

子供と保護者に寄り添える体制を整えていきたいな

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 今課題が大きく分けて３つあ

ったと思います。専門職が不足しているというとこ

ろで、どの専門職が何人いたらそこは解決できるか

をお伺いします。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 今、新所のほうの

体制で言いますと保育士がおりまして、保育士と心

理士、それから保健師もおります。ということで、

人数的には保育士が５名でしたかね、保健師が１人、

それから心理士が３名ほど交代で来ていただいてる

ということもございますので、その辺でうまく事業

を組み合わせてやっていくということでございます。 

 おぼとのほうでもスタッフ、保健師がおりますの

で、保健師は指導ができるという立場にございます

ので、おぼとのほうに来ていただいても助言、指導、

支援ができるという形でおりますので、おぼとのほ

うにいるこども未来課の保健師についても、母子保

健だけではなくてそういう指導的なこともやってい

くということで、相談はできるという体制を取って

おります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） すいません、私の聞き方が悪

かったようなんですけれども、人員が足りないとい

うことでしたので、どんな専門職がどれだけ足りな

いかをお聞きしたいんですけれども、今はいろいろ

その中で回していくよというのは分かったんですが、

今どれだけ市のほうに専門職、例えば保育士なり心

理士なり保健師があと何人いたら、そこが解決され

るのかっていうのをお聞きしたいんですが。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 的確に何人というお答えができるかどうかちょっ

と分かりませんが、今、先ほども研修というお話が

ありました。今、保育士のほうを浜松市とか豊橋市

とかの発達支援の現場に１年間、豊橋市は１年間で
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すね。浜松市の場合は、２人を５か月ずつ送ってや

っておりまして、理想といたしましては、先ほど園

に訪問して指導することはないのかということもご

ざいましたけれども、保育士を園のほうからうちの

ほうの部署に異動させてそこから研修に行かせて、

スキルを身につけてきてまた園のほうに戻すという

サイクルをつくろうということで、今２年間ほどや

ってきております。これからスキルアップはしてい

くというふうに思いますし、経験した職員が園の現

場のほうで指導していくということもできますので、

そういう体制をつくろうとしているということがま

ず一点です。ですので、何人いればできるかという

ことは今ここではお答えできないかなというふうに

思っております。順次、職員のスキルアップを図っ

ていくという方向で進めております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 今の現状況では、専門職は不

足していますけれども、どの専門職がどれだけ足り

ないかはまだ分からないというところは分かりまし

たので、そこが課題だと思いますので、何にどれだ

け人が必要かっていうところをしっかり精査してい

ただいて、予算のほうに上げていただくのがいいの

かなと思います。 

 次の大きく３つ挙げた中の２つ目の外国籍のお子

さんの通訳の問題でございますけれども、現状でこ

ども未来部の中で専門の通訳の方がいらっしゃいま

すか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 専門の通訳というものはこども未来部の中に配置

はございません。市民課のほうにお願いして来てい

ただくという形もありますし、通訳さんがいない日

の場合にはタブレット等で、アプリ等で対応すると

いうこともしております。ですので、専門の通訳は

こども未来部には今のところ配属はありません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） よく窓口で、外国籍の市民の

方とお話ししてるところを見かけますので、やはり

言葉が通じないと時間もかかりますし、なかなかニ

ュアンスも伝わらないところもありますので、でき

れば通訳さんがいる時間に来てもらうとか、もう少

し限定、なかなかそこですらも伝わらないのかもし

れないんですけれども、ちょっと通訳の問題は今後

も課題かなと私も思っております。 

 最後の３つ目のスキルアップ、研修のことですけ

れども、これは毎年行っていると思いますし、新し

く新所のほうに子育て支援センターを開設するに向

けて研修に行ってもらって、スキルアップを目指し

ていただいているというのは、これまでも行ってき

たことと思います。そして、今もうそこがスタート

したというところで、今後はどういうふうな研修を

していくとか、今までは開所に向けての研修だった

と思うんですけれども、今後はどういうふうな研修

をしていきたいと思っているのかをお伺いします。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 先ほど説明した保育士の関係の研修については、

継続していきたいということが一点です。それから、

今県が主催したりした専門職ごとの研修というのが

ございまして、いろんな連絡会だとか保健師の連絡

会だとか母子保健に関する研修会だとか、全国の保

健師会、保健師長会だとか歯科公衆衛生研修会、栄

養士会といった、それぞれ職種ごとの研修をしても

らっておりますので、それを機会に最新の情報を得

ながら、もともと指導的な業務ができる保健師等た

くさんおりますので、そこを磨き上げていっていた

だくということで、これから先、新たにどんな研修

がということは今のところ考えておりませんが、そ

の研修をしっかり受けていっていただくという形に

考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 本当に、日々いろいろ問題が

上がってきて追いつくことも難しく、いろいろ新し

い法律もできたり支援ができたりと学ぶことはいっ

ぱいあると思いますので、近隣市町と連携して研修、

スキルアップのほうを続けていってほしいと思いま

す。 
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 それでは、５番に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 出産後から就学前までの切れ

目のない支援体制につきまして現状の評価と、また

これから１か月児、５歳児健康診査の導入に対する

市の見解を含めました今後の取組の方針をお伺いい

たします。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 各健康診査の受診率が高いという現状を踏まえま

すと、切れ目のない支援体制を構築するための一定

の基盤は整っていると考えます。しかしながら、現

行の健康診査は３歳児健康診査で終了してしまうた

め、就学前の相談は個別対応となり、相談先が分か

らない場合には支援が遅れてしまうという懸念もあ

ります。この点において、５歳児健康診査は保護者

の相談機会を広げる有効な手段の一つと考えており

ます。また、現在１か月児健康診査につきましては、

任意であるため自己負担で受診している状況である

ことから、市の公費負担で実施することは経済的な

負担軽減につながると認識しております。そのため、

令和７年度から公費負担による実施を予定しており、

保護者への支援の充実につながるものと考えており

ます。 

 一方で、５歳児健診でございますが、現時点では

実施に向けた課題が多く、直ちに導入することは難

しいと考えておりますが、健診実施に向けた取組は

必要であると感じておりますので、関係機関と連携

を密にして、実施に向けて前向きに進めていきたい

なというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） １か月児健康診査のほうにつ

きましては、予算のほうでも上げていただいている

と思いますので、公費負担の方法とかどういうふう

にしたらできるかっていうのを、もう少し具体的に

教えていただいてもよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 公費負担というの

は、１か月児健康診査は個別の県の方式で行います

ので、今行ってるほかの健診と同じように医療機関

に行っていただいて、県が協定を結んでいる医療機

関、県が一括で契約をしますのでそこに行っていた

だければ、その実績に基づいて市のほうに請求が来

るという形の公費負担でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 今補助金というのがありまし

て、それを出すとやってくれると思うんですけど、

この１か月児健診についての補助金はもうセットに

なっていて、今お子さんが次１か月児健診に行かれ

る対象の方は持っている券ということでよろしいで

すか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） すいません、ちょ

っと時間ください。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長、答弁をお願

いします。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 今回申し上げております１か月児の健康診査の件

につきましては、３月の下旬に配布予定としておる

ところでございます。今までの券とは別に配布する

という予定でおります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そこでちょっと気になるのが

対象となる方なんですけれども、多分予算なので４

月１日以降となると思うんですが、４月１日以降に

１か月児健診を受ける方が対象になっていくという

認識でよろしいんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 少しお待ちくださ

い。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お時間いただきあ

りがとうございます。 

 ４月１日から受診の人から配布するということに

なっております。４月１日が１か月児健診の対象の

人ということでございます。 

 以上です。 
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○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そうしますと、例えば４月１

日に受診する方もいると思うんですけれども、受診

券が間に合わないような方が発生する可能性ってい

うのはないんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

 暫時休憩といたします。 

午前10時29分 休憩 

───────────────── 

午前10時32分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 それではこども未来部長、答弁をお願いします。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） すみません、お時

間いただきありがとうございます。 

 まず、この制度の基準日となるのが４月１日でご

ざいます。それから対象となるお子さんについては

生後27日から５週という期間がございます。今回ス

タートでございますので、２月19日以降生まれたお

子さんが対象となる制度になってきます。スタート

時点ではそういうふうな形になります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） それでは４月１日以降に対象

になる方ということなので、２月19日以降に受診さ

れるまでには、券が届くということで理解してよろ

しいですか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 今そのように準備

をしておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） あと、出す側の医療機関のほ

うなんですけれども、もちろん連絡のほうは行って

ると思うんですけれども、なかなか切替えのときっ

てなると、医療機関のほうも把握されずにちょっと

トラブルになる可能性もあると思うんですけども、

そこら辺の周知のほうについては徹底できているの

か、そこはお伺いしてもいいですか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 順次説明、連携を

しながら、調整しながら徹底できるように今進めて

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） ちょっと何かトラブルがあっ

たときに、保護者の方から何かしら問合せがあった

ら、しっかり寄り添って対応のほうをお願いしたい

と思います。 

 あと補助額なんですけれども、このこども家庭庁

が出している基準でいいますと１人当たり6,000円

で、補助率が国が２分の１市町村が２分の１ですけ

れども、これは一緒というお考えでよろしいでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） 基準6,000円で２

分の１、２分の１というふうに理解しております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 承知いたしました。 

 ５歳児健診は、子供たちが楽しく安心して小学校

に就学できるための支援、そしてまた保護者にとっ

ても安心して送り出すための子供の社会性の発達を

考える機会とも言えますので、ぜひ今は１か月、さ

っき話しましたけど、５歳児健診はまだこれからと

いうことでしたので、前向きに考えていただきたい

なと思います。 

 ５歳児健康診査につきましては、集団健診方式が

推奨されていると思いますけれども、先行事例を見

ますと医師、保健師、心理担当職員などがチームを

組んで保育所、幼稚園、認定こども園などを巡回す

る巡回方式なども組み合わせて行っているというこ

ともありますし、医療機関に委託して行う個別健康

診査というものもあると思いますけれども、現時点

で市として集団健診に行くとか循環方式を使うとか、

そういうところまではまだ話は進んでないですか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 その辺は、国の資料を見ますと集団が原則だよみ

たいな書き方もしてある資料もございます。個別で
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も集団でもどちらでもいいわけなんですが、その辺

につきましてはまだ検討段階といいますか、直ちに

健診をしていくという段階に来ておりませんが、始

めるまでにはどちらがいいか、湖西市はどちらの方

式のほうがいいのか、メリットがあるのか、効果が

あるのかということも勘案しながら、集団・個別ど

ちらかについて検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） この５歳児健康診査というも

のは、発達に特化してやっていくというのが目的で

あると思うんですけれども、先ほども３歳児健診で

気になる、ちょっと支援が必要だなっていうのが３

割ぐらいいるというところで、そうなると５歳児健

康診査でも何割かは引っかかるような子がいるとい

うのが考えられると思います。今結局、入学前の健

康診査は内科健診ですので、発達的なところにはあ

んまり特化してないというところで、入学してから

やはり発達面でちょっと問題があるといいますか心

配があって、保護者の方も入学したお子さんも不安

を抱えるというようなことも聞いております。やは

り、今お子さんを持つ保護者の方からも、年中のと

きにそういう発達に関する健康診査をしていただい

て、少しでも入学に向けて心構えといいますか、ち

ょっと問題がないかとか、何か問題があるのであれ

ば早めに支援をしたいというお声もお聞きしており

ますので、なるべく早く湖西市でも取り入れていた

だいて、子供たちが楽しく学校に通えるように支援

をお願いしたいなと思っております。 

 そして、今いろいろ少子化と言われておりまして、

少子化対策がうまくできてないと指摘もされている

中ではございますけれども、母子保健対策の取組は

とても歴史が長い、古いものでございます。乳児死

亡率を見ますと、明治、大正期には出生1,000に対

して150から200でありましたけれども、昭和15年に

は100、昭和27年には50割りまして、昭和50年には

ついに10となっております。また最新でいいますと、

令和３年には1.7とかなり改善されてきております。

ですので、少しずつの積み重ねというものが、死亡

率っていうところだけ見ますと、かなり効果が出て

いたなと私は思っております。 

 そして、また新しい取組として国のほうは、2020

年度からマイナポータルで乳幼児健診の情報の一部

が閲覧できるようになっていると思います。私も昨

日、娘のマイナンバーカードを確認したところ、出

生児の情報、３から４か月児の健康診査の情報、１

歳６か月児の健診情報、３歳児の健診情報というの

が載っておりました。母子手帳を見ずにマイナポー

タルで見ることもできたりと、いろいろＤＸ化も進

んでいるなと思っております。 

 そこで、先進のところの事例を見ますと、マイナ

ンバーカードを使って乳幼児健診など、問診票、受

診券を利用できるという取組のほうも進んでいると

聞いております。全自治体に実装されるには、まだ

もう少し先かもしれませんけれども、少しずつＤＸ

化も進んで、より受診しやすい環境づくりというの

が進んできていると思います。 

 一つ、答弁は要らないんですけれども、マイナポ

ータルで見られるよという情報を、またウェブサイ

トのほうに載せていただけると、保護者の方も分か

りやすく、そしてマイナンバーカードも使っていた

だけるかなと思いますので、またそこのほうも課内

のほうで相談といいますか考えていただければと思

います。 

 私はこれで１は終わりたいと思います。 

○議長（馬場 衛） それじゃあ２のほうへ移って

ください。 

○１番（相曽桃子） 続きまして、主題２の施政方

針についてお伺いいたします。 

 質問しようとする背景や経緯です。令和７年２月

20日に、湖西市議会３月定例会におきまして市長施

政方針が発表されました。これからの１期４年間、

「魅力ある湖西市をこどもたちへ」を市政運営の基

本に据え、次世代につなぐチャレンジに積極的に取

り組んでいくと力強い言葉がございました。しかし、

少子高齢化、人口減少、公共施設の更新と経済的に

も大変苦しい決断が求められており、それぞれ課題

をクリアする必要があると思います。 

 質問の目的です。おおむね賛同はできるのですが、

疑問が残る点について確認して、市長の考えを理解
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するためでございます。 

 質問事項に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） １、市民意識調査で満足度が

低かった公共交通については、迅速にかつ集中的に

取り組んでいくとありました。何よりも市民の満足

度を上げていきたいということは伝わりました。昨

日の一般質問でも、先輩議員の答弁で満足度を高め

るというふうに発言もありました。 

 そこで、市長の考える満足度とは、市民意識調査

の結果を評価指標としているのかをお伺いします。 

○議長（馬場 衛） 答弁をお願いします。市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 湖西市地域公共交通計画では、70歳以上の市民の

公共交通に対する満足度を成果指標としていること

を認識しております。一方、私の公共交通に対する

考えは、高齢者だけでなく障害者、子供たち、さら

には子育て中の保護者も含め、あらゆる市民が必要

なときに市内どこでも行けるようにすることが目標

でありますので、市民意識調査におけるあらゆる市

民の満足度を評価指標として重要視しています。 

 市民意識調査のところでちょっと付け加えさせて

いただくと、湖西市のこれまでのこの市民意識調査

の取組というのは高く評価をしておりまして、しっ

かり調査をしているということも大事なんですけど

も、もっと大事なことはそれをしっかり市民の皆様

に公表をしているということで、私は高く評価をし

ています。意外とアンケートは取るんですけども、

情報はクローズという自治体が多いと認識しており

ますので、私はここは高く評価をしております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 市長の公共交通に関してとて

も力を入れていきたいというところは分かりまして、

私の聞きたいことは満足度の意味を聞きたいんです。

満足度を高めるというのがあるんですが、市民意識

調査というのは16歳以上の市民を対象としておりま

す。となりますと、じゃあ16歳以上ではない市民の

声というものが上がってこないです。となりますと、

何をもって16歳以下の子供たちの声をお聞きしよう

と思っておりますか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 今の相曽議員の御質問にお答えしますけども、今

現時点では市民意識調査はおっしゃるとおり16歳以

上ということですので、私の公共交通をこれからや

っていく上での指標というのは、今現時点での16歳

以上の市民意識調査でやはり湖西市民が住みにくい

なと思っているところで、公共交通のところが一番

上位を占めているので、そこのパーセンテージをぎ

ゅっと低くするっていうことをまず私の目標として

いきたいと思います。ただ、今相曽議員から16歳よ

り下の15歳以下の方々、お子様になると思うんです

けども、そこの意識調査という御提案もありました

ので、そこはまた職員と検討をしていきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） すいません、ちょっと私の言

葉が悪くて、一回市長、公共交通から離れてもらっ

て満足度にポイントを置いてほしいんですが、昨日

も一般質問で５年に一度の湖西市子ども・子育て支

援に関するアンケート調査や、こども・若者の意識

と生活に関する調査というのを、５年に一度市はや

っているんです。そこで、答弁の中で５段階のうち

の３点、平均取れてますよっていう答弁があったん

です。そこでも満足度という言葉が出てきまして、

これに関しては小学生とか中学生にアンケートを取

っていますので、公共交通じゃなくて生活に関する

こととか、あと市に対してとかっていうものなんで

すけども、そういうところでも満足度っていうのは

出ていますので、そういうところで満足度を上げる、

高めるというふうにできるかなと思っております。 

 この満足度という言葉が私の中ではとても引っか

かっておりまして、例えば５段階のうち満足度を例

えば４と捉え、４と答えている方と１と捉えている

方、どちらを市長は上げたいと思いますか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 相曽議員、もうちょっと質問

の趣旨を明確にしていただいてもよろしいですか、
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すみません、理解力がなくて申し訳ありません。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 私の語彙力もなくて申し訳な

いんですが、満足度が１から５あったとして、５が

マックスといいますか高いと、満足度が高いと評価

するとします。例えば、市民の中で市政に対しての

満足度が４と答えた方がいらっしゃるとする。もち

ろん１と答える方もいらっしゃると思います。そう

いう市民がいる中で、１を２に上げていくのか、４

の人を５に上げていくかによって内容が変わってく

ると思うんですけど、市長の中ではどういうふうに

満足度を上げていくかっていうとこが知りたいんで

すが、分かりますか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 ですので、１を２に上げるのも４を５に上げるの

も同じ１を上げているので、そこは１の方から４の

方までやはり５を目指して上げていきたいという答

えになると思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） ですので満足度という、何で

評価するかっていったら満足度で評価してますとい

うことになると思うんですけれども、なので、人そ

れぞれ感じ方は違いますし、同じ政策をしても４と

答える方もいれば２と答える方もいたりと、それぞ

れ市民の方の感じ方になると思いますので、一概に

満足度を高めたからよかったかと言われると、そこ

もまた難しいなとも思ってはいるんですけれども、

ですので、市長的には別に１であろうが２であろう

が、皆さんのトータル満足度を上げていきたいとい

うところは変わりないという認識をしてよろしいで

すか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 相曽議員のおっしゃるとおり

です。トータルの市民の満足度を上げていきたいと

いうのが私の目標です。 

 今、市民意識調査というものが住みやすいと思う

ところ、住みにくいところみたいな形でちょっと継

続してやっていただいたと認識をしておりますが、

やはり住みにくいとこ、住みにくいなって湖西市民

の皆様が思っていらっしゃるというのはとても私と

しては心苦しいので、そこをいろいろな政策を打っ

て、やはり住みにくいなと思うところを少なくして、

逆に住みやすいなって思うところはたしか一番が自

然環境のよさだったと思うんですけども、そういっ

たいいところはどんどんどんどん伸ばしていくとい

うことです。 

 あともう一点ちょっと付け加えさせていただくな

ら、結構統計学上、一定のサンプル数を取ればそこ

の意識の調査はずれてこないというのが、統計学に

ついての質問はここでは差し控えさせていただきま

すけども、サンプル数をある程度取れば、そこは本

当に市民の意識調査とはずれてこないということは

学識上ちゃんと出ていますので、ですので私として

はその市民の意識調査というものは、いろんなこと

をこれから考えていく上で最重要視しています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） やっぱり分析方法を間違える

といろいろ違う方向にいってしまいますので、正し

い分析で行っていただきたいなと思います。 

 それでは、１番は終わります。 

 じゃあ２番。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○１番（相曽桃子） 湖西病院の経営改善を一層進

め、令和９年度までに基準外繰入金を２億円削減の

目標を前倒しで実現できるように努力するとしてい

ますが、無理なコスト削減が医療の質の低下や働く

職員のモチベーション低下につながり、市民の安

心・安全な医療提供に悪影響が出るのではないか不

安があるのですが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 まず大前提として、病院の経営改善ということと

コストの削減というのは、イコールではないという

ことはちょっと前提としてお伝えをしたいと思いま

す。今読みますけども、コスト削減というと人件費

に目が行きがちでございますが、医師、看護師をは

じめ病院スタッフこそが病院の稼ぐ力と考えていま
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す。安易なコスト削減や経営改善イコール人件費の

コストカットとは考えておりません。材料費や委託

費などの契約内容等を見直すなど、無駄を減らして

いくことに加え、医療従事者の不足の解消を最優先

とし、タスクシフト／シェア導入など病院スタッフ

のモチベーションを上げることで、経営改善につな

げたいと考えております。 

 むしろ経営改善をしっかりして、現場の方々のお

給料が増えるといったようなことを私は目指してい

きたいなと考えています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 医師の誘致のほうは進んでお

りまして、ここ５年で一番少ないときが令和４年の

１月時点のとこですけど12名だったんです。今年度

は15名と充実してきておりました。しかし、看護師

の数を見ますと令和５年が69名、令和７年度が59名

と10名減少しております。看護補助者も19名をピー

クとして令和７年度は従来14名と、ここ５年の過去

最低の人数となっております。看護師に関しまして

は、奨学金制度の充実とかなり前から対策を行って

おりますし、新たに浜松市立看護学校の学費の支援

なども打ち出しております。様々な取組を行っても

離職者が多く、看護師不足の慢性化が続いている状

況です。 

 医療はチームで行います。医者だけがそろっても

うまく回りません。この点について市長はどうお考

えでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 市長。 

○市長（田内浩之） 御質問ありがとうございます。 

 今相曽議員がおっしゃったように、看護師の方が

少ない。特に、離職率がとても高いということは私

は大きな課題だと思っています。これは病院だけに

限った話ではないですけども、やはり１企業でもや

はり離職率が高いということは、もちろん例えば賃

金の面もあるかもしれませんが、私の経験上は結構

賃金以外の、それ以外の働きやすさであるとか、例

えばお子さんをお持ちのお母さんが何かしらの理由

で働きにくい環境にあるといった、やはり賃金以外

の要因が考えられますので、そこはしっかりとまた

現場とコミュニケーションを取りながら、改善でき

ることはしっかり改善していきたいと思いますけど

も、繰り返して言いますけど離職率ということに関

しては、とても大きな課題だと思っています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 市長もとても大きな課題だと

認識していただいてるということで、少し安心はい

たしました。 

 そして、昨日の一般質問での市長のお答えで、民

間でできることはできるはずだとおっしゃられてお

りまして、しかし公的病院は不採算医療が赤字の原

因とも言われているとおっしゃられておりました。

おっしゃるとおり、診療報酬につきましては湖西病

院が勝手に料金を変更できるものではありません。

また、この物価高騰に伴いまして、ふだん使ってい

ます医療機器や電子カルテのシステム改修など、本

当に多額の費用がかかってくることも事実です。そ

こに関して、もちろん無駄を減らすという考えも理

解できますが、例えばですけれども注射針一つです

けれども安全装置つきという、針ですね。患者さん

に刺す針とか、安全装置つきのものか安全装置つき

のものじゃないかによって、100円とか200円とか大

きなコストが変わってくるわけです。それ安全装置

つきというものは、医療者を守るためにあるもので

もあります。針刺し事故を起こさないとか安全、な

のでそこら辺というのはすごい難しい問題でして、

コストを下げるためにそういう安全装置つきではな

い注射針を使うってなれば、コストは下がるんです

けれども医療者側の安全っていうものも下がってし

まうわけです。なので、本当に無駄をなくすという

無駄というところが、どこの無駄なのかというもの

の洗い出しというのは本当に難しいと思うんですが、

その結果、一番私が危惧するのはいろんなコスト削

減、無駄をなくしていきましょうというところで、

一番最前線で働くスタッフが窮屈になって離職され

るということがとても懸念されますので、そこの点

について、さっきも市長はおっしゃいましたけれど

も、現場ファーストで考えていきたいということで

ございますので、なかなか現場の方と話す機会もな
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いかとは思うんですが、やはり少しでも人を減らさ

ない、まず努力はしていかなきゃいけないっていう

ところを念頭に置いていただいて、改革のほうを進

めていっていただきたいなと思います。でないと、

またこれだけ看護師が減っておりますので、医者が

増えても、やりたいことができないという負の連鎖

になっているんじゃないかなととても心配しており

ます。もちろん、経営改善は当たり前のように必要

なんですけれども、医療というのはなかなか民間の

会社とお金を稼ぐというのとまたちょっと違う意味

合いの立場であると思っておりますので、今後とも

湖西病院との連携を強化していただいて、より湖西

病院が市民に愛される病院で続けられるように、協

議はしていただきたいなと思います。 

 私の質問のほうはこれで終わります。 

○議長（馬場 衛） 以上で、１番 相曽桃子議員

の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とさせていただきます。再開は11

時10分、11時10分とさせていただきます。 

午前10時57分 休憩 

───────────────── 

午前11時10分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 一般質問を続けます。 

 次に、13番 佐原佳美議員の発言を許します。 

  〔13番 佐原佳美登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは13番 佐原佳美議員

どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 13番 佐原佳美でございます。

通告に従いまして、２題質問をさせていただきます。 

 １題目は、受入れ対象者事前登録制の福祉避難所

について、２題目は新所子育て支援センターにこり

んの機能充実についてでございます。 

 では、主題１に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 質問しようとする背景や経緯

です。私は昨年の９月議会の一般質問、南海トラフ

巨大地震などの防災・減災対策についてにおいて、

医療的ケア児者の御家族から自治会、自主防災会や

医療関係者などに御協力をいただき、災害時の個別

避難計画を作成し、避難訓練の実施までできるとい

いけどという希望を伺い、障害者と自治会の避難訓

練について質問しました。これに対し、行政に声が

けしてくだされば対応しますという趣旨の当局の答

弁をいただきました。 

 そして、12月議会では市長所信表明に対する一般

質問で、福祉避難所の運営について伺ったところ、

市長より福祉避難所となる事業所の意見を聞きなが

ら取り組む。要配慮者や医療的ケア児者の方々の避

難訓練は、県全体の課題であり、現状把握をして地

域の協力を得てどう助けるか計画を立てるという趣

旨の御答弁をいただきました。 

 一方で、私が一般質問前に当市の福祉避難所に指

定されている特別養護老人ホームの施設長の皆様に

御意見を伺ったところ、共通して備蓄や環境整備な

どのために、事前の予算措置を講じてほしいなどの

希望がありお伝えしましたが、市長の事業所の意見

を聞きながら取り組むという方針に委ねる形となり、

深掘りができず釈然としない思いが残りました。 

 その後、福祉避難所へ直接避難という新聞の見出

しを見つけ、事前防災として避難行動要支援者への

具体的な支援行動を起こせる取組だと思い、当市も

取り組むべきと考え、この１月30日に市長へ要望書

を提出しました。 

 その要望は、政府の令和６年度補正予算に基づく

新地方創生交付金を活用し、受入れ対象者事前登録

制、これは私佐原の造語ですが、福祉避難所の創設

を検討する合議体の設置を、物価高騰対策などと併

せて予算措置を求めるものでした。 

 質問の目的は、令和３年５月改定の福祉避難所の

確保・運営ガイドライン（災害対策基本法施行規則

の改正に伴う措置）にのっとり、事前に受入れ対象

者を特定し、要支援者と受入れ施設が顔の見える関

係で防災対策を講じ、福祉避難所の円滑な運営と適

切な支援が強化されることを目的としておるもので

あります。 

 質問の前に、枠で囲ってあります参考というもの

をちょっと読み上げさせていただきます。 

 質問の目的で申し上げました令和３年５月、福祉
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避難所の確保・運営ガイドラインの改定についての

ポイントというものが、内閣府防災情報のページよ

り載っていました。ちょっと小さいですけどこんな

画面が出てきますので、令和３年５月の福祉避難所

の改定で検索してもらうと詳細が載っております。

そこの抜粋で述べさせていただきますと、改定の経

緯は令和元年の台風19号、大変な被害が出たそのと

きのことから高齢者などの避難の在り方について、

中央防災会議、防災対策実行会議の下のサブワーキ

ンググループからの提言の最終取りまとめが令和２

年12月24日に公表され、そこには障害のある人など

については、福祉避難所ではない避難所で過ごすこ

とに困難を伴うことがあるため、平素から利用して

いる施設へ、デイサービスなどに直接避難したいと

の声が多く聞かれたということです。施設側は、指

定避難所として公表されると、受入れを想定してい

ない被害者の避難により、福祉避難所としての対応

に支障を生ずる懸念があるため、福祉避難所の確保

が進んでいないという政府としての課題があるとい

うことを述べられて、改定の趣旨は、指定福祉避難

所の指定を促進するということとともに、事前に受

入れ対象者を調整して、人的・物的体制の整備を図

ることで、災害時の直接の避難などを促進し、要配

慮者の支援を強化するというそういうものが発表さ

れました。 

 具体的内容としては、受入れ対象者を特定して、

要配慮者やその家族のみが避難する施設であること

を公示できる制度を創設するということです。今ま

では、やはり一般避難所に行ってからそこで振り分

けられて、この方は福祉避難所に行くべきだという

判定の下に、ワンクッション置いて行ったものを直

接行けますよっていうふうに災害対策基本法で変え

たわけです。指定避難所への直接避難の促進という

ものは、地区防災計画や個別避難計画などの作成プ

ロセスを通じて、事前に受入れ者の調整を行うとい

うふうにありまして、なかなか湖西市が個別避難計

画が要支援者の災害時避難行動要支援者の個別避難

計画が進んでないということで、私は質問を９月に

もしているわけですけれども、それをつくらないと

そこに行く人の対象限定もできないよということが

うたわれておりました。 

 質問に入ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 今年度、避難行動要支援者、

どういう方をいうかと言いますと、介護保険法での

要介護認定が３から５、身体障害者手帳１、２級、

精神保健福祉手帳１級、療育手帳Ａ判定というそう

いう手帳を取得している方、そして湖西市の対象者

というものをネットで見ます、ウェブ上にも載って

いますけれども、湖西市緊急通報装置の独り暮らし、

高齢者など装置を貸与されている方、また高齢者な

ど食事サービス事業のお弁当の配食弁当を受けてい

る方、それから難病指定の方、それから人工呼吸器

など医療的ケアをされている方々、それと地域の民

生委員が認めた者とさらに妊産婦が含まれますけれ

ども、湖西市は妊産婦というのは随時変わりますの

でその数ではない、手帳などをお持ちの方の数だと

思いますが、災害時避難行動要支援者という名簿に

載っている湖西市の人数は、令和６年６月時点で

1,460名です。その方々に対して令和６年度、今年

度行った防災・減災対策はどんなものだったでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 太田康志登壇〕 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 本年度の防災・減災対策の取組は３つございます。 

 １つ目は、入出地区及び岡崎地区においていきい

きサロンなど、地区のイベントの機会を通じて、避

難を手助けするサポーターと一緒に行う避難訓練、

防災講話、個別避難計画作成をセットにした「ひな

んさんぽ」を実施いたしました。 

 ２つ目は、名簿掲載者のうち、自治会等への情報

提供に同意していない方を対象とした再度の意向調

査を実施し、制度概要のほか、家庭の安全対策等が

記載された「災害時要配慮支援の手引き」を紹介す

る文書を、同意書の様式と併せて送付いたしました。 

 ３つ目は、広報こさいによる周知啓発でございま

す。名簿や個別避難計画のほか、各家庭での備え、

防災訓練への参加、地域との交流の大切さを伝える
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内容の特集記事を掲載いたしました。 

 これらが本年度に取り組みました防災対策、減災

対策であります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。で

は、先ほどの１つ目の「ひなんさんぽ」というね、

私が９月議会のときに、個別避難計画が進んでない

けれどもって言ったときに「ひなんさんぽ」という

のをやりますって言われて、それは土砂災害警戒区

域にお住まいの方たちに対して、やっていくという

ことだったんですけれども、その避難を助けるサポ

ーターって今おっしゃったですよね、サポーターは

どのような人を選んだのか、またその対象者は今回

訓練をした岡崎と入出でやった要支援者はどんな方

だったのか、結果何組の方が参加されたのか、それ

ぞれの開催地ごと教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 サポーターは、避難行動要支援者の方のお近くに

お住まいの方から、自治会または民生委員に選出し

ていただいた方になります。 

 地区ごとの状況を報告いたしますと、岡崎地区の

参加者は２組でございました。身体障害者１級の方、

それから緊急通報装置の貸与を受けていらっしゃる

方で、２組とも避難行動要支援者名簿に登録されて

いる方でございます。そのほか、当日はいきいきサ

ロンに参加されていた約15名の方も防災講座を聞い

たり、マイタイムラインの作成に参加をしていただ

いております。 

 続いて、入出地区の参加者ですが、入出地区では

４組の方に参加していただきました。要介護１の方、

身体障害者１級の方、それから県の難病医療費助成

を受けていらっしゃる方、そして歩行困難な方で４

名とも避難行動要支援者名簿に登録されている方で

ございます。そのほか、健康体操に参加されていた

25名の方にも、岡崎地区と同様に防災講座やマイタ

イムラインの作成に参加をしていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。イ

ベントに乗っかってやられたので、多くの方がそう

いう機会に接せられてよかったなと思います。 

 サポーターが民生委員とか自治会の方に選んでも

らった方ということですけども、御家族ではなかっ

たんですか。それと入出は４名、それぞれでサポー

ターはいなかったんですか。４組というと８人って

いう考え方ですかね。ちょっとそこをもう一度、御

家族を選定したのではなく、ほかの方を選定したん

でしょうか、サポーター。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 サポーターは御家族ではなくて、近所のお住まい

の方からということで、先ほど４名と言いましたが、

避難者とサポーターで１組ということで４組の参加、

２組の参加というカウントの仕方でございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました、ありがとうご

ざいます。少しずつでもできてよかったんですけど、

じゃあ、その「ひなんさんぽ」の中にセットでって

講座も訓練もそれから個別避難計画もセットでって

おっしゃったんですけど、このときに受けられた介

護者は別として、実質６人の避難行動要支援者の個

別計画ができたということですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、岡崎地区で２名、入出地

区で４名、計６名の個別避難計画が作成できたとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました、よかったです。 

 今年度実施した名簿掲載者1,460人が手帳などと

か、そういう難病指定の医療を受けている券を持っ

ているとかそういう方でカウントして1,460名です

けど、自分の障害があることを、避難にお手伝いを

してほしいことを公表してもいいよって人は、全部

じゃなくて800人ほどで、それを増やしたいってい

うこともあってということだと思うんですけども、
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それらの情報提供に同意していない方が同意に至っ

た、郵送とかされたということですけどその人数を

教えてください。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 今回の調査の対象は412名の方に調査を行いまし

た。そのうち、253名の方から回答をいただきまし

て、その中で情報共有に同意されると回答された方

が76名でございました。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました。いろいろな手

帳をお持ちであっても、家族や自力で何とかできる

というお考えの方もいらっしゃるということで、そ

れはそれで尊重していければと思います。 

 では、広報こさいなどで個別避難計画とか防災訓

練の参加など周知されたということですけど、発行

後、問合せとかそういう反響はありましたか。それ

と何月号の広報こさいですか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 広報こさいへの掲載は、今年の１月15日号に掲載

をさせていただきました。 

 その反響ですが、発行後２つの自治会から問合せ

があり、地域でできることと行政等の支援が必要な

ことを明確にしたいのでということと、また要支援

者の避難先と、避難方法を把握するための訓練を計

画しているという連絡をいただいて、問合せがござ

いました。地区内で、そういった要支援者を支援す

る体制の構築に向けた意識が向上しているのかなと

いうふうに思っております。 

 また、市内ではございませんが、この広報こさい

の記事が国の内閣府の防災担当者の目に留まりまし

て、湖西市の取組が写真やイラストつきで親しみや

すく、見やすくまとめられているという評価をいた

だいて、全国の都道府県の防災担当に一斉に紹介を

されたということもございます。 

 また、今後になりますが、国の方からは湖西市の

取組が大変すばらしいので、全国の担当者会議にお

いてその湖西市の事例を紹介したいということもお

っしゃっていただいておりますので、これをきっか

けに個別避難計画の作成が加速的に進んでいけばな

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 広報はとても効果的というね、

自治会から問合せあっただけでもすごい進歩だなと

思うし、市民の皆さんも見ても反応行動は起こさな

いけど見たっていう方が、きっといろんなほかの自

治会の方の目にも留まったと思うし、ましてや内閣

府の目に留まったということですばらしいと思いま

すが、名実ともにという中身を本当に深掘りしてか

なきゃいけないかなって思います。 

 では、２番に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 今年度、指定福祉避難所の施

設設置者と行った防災会議などの実施状況と、内容

をお願いします。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 本年度は、市職員と福祉避難所協定施設を対象に、

静岡県災害派遣福祉チームによる講座を実施いたし

ました。能登半島地震の被災地での避難所及び1.5

次避難所の支援活動報告のほか、移送支援用具や段

ボールベッドを使った実習を行いました。また、市

が福祉避難所用資材として保有するテント型パーテ

ィションや、ポータブルトイレの組立てや使用方法

の確認を行いました。このほか、避難所開設状況情

報伝達訓練と非常用発電機や食料、衛生用品等の備

蓄状況調査を実施いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。ＤＷ

ＡＴという方たちが見えたってことですよね。では、

どこの会場でそれを、職員と福祉避難所の方たちと

行ったのか。それと、現在指定されている６か所の

指定避難所がありますが、何か所の方がそこに参加

されたんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 
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 会場は浜名学園で実施をさせていただきました。

参加施設は、会場となりました浜名学園と特別養護

老人ホームの光湖苑さんの１施設ということでござ

います。 

 以上でございます。 

○13番（佐原佳美） ６施設あって３分の１という

かね、浜名学園は会場提供なので当然ですけども、

県のＤＷＡＴも来てもらっての訓練なのに、職員が

どれだけ大勢見えてたか分かりませんけれども、も

ったいないっていうか、本当にもっと関係者も行け

たらよかったかなと、６施設のうち２施設が参加だ

けっていうのはもったいない気がします。 

 欠席した施設には、その講座の内容とか能登支援

に行ったときのこととか、今回実習したことやその

備蓄の情報ですよね、そういうものの情報共有など

のフォローはされましたでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 前回行ったその訓練について、不参加となった施

設に対して情報共有というのはまだできておりませ

んが、今後、各施設へのいろんな聞き取り調査をす

る予定でございますので、その中で情報共有をして

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ぜひ、よろしくお願いします。

今回の一般質問に際しましても、福祉避難所に指定

されている施設や、指定されていない小規模の特別

養護老人ホームとか、それからこども園の園長さん、

先生などと、内閣府が推奨するこの対象者限定の福

祉避難所、不特定多数、誰が来るか分かんないから、

私たち福祉避難所にとても手挙げできませんわと思

っている人が大多数だと思うので、こんな登録制も

あるんですけどっていうことで意見交換させていた

だきました。 

 そこで、対象者限定の新たな取組というよりも、

現在の指定福祉避難所開設に関しての疑問とか問合

せが、私にすごく、こういうときはどうなるんです

か、ああなるんですかっていうその内容がとっても

多くて、施設ごとの開設に関しても解釈がまちまち

で、コロナ禍で市からの問合せ内容ももう電話だけ

で何を受けられますかというそんな確認ばかりが来

てますというお話でした。それ以外の具体的な話は、

電話がかかってきても何も聞かれないということで

した。このような、福祉避難所と指定されている施

設が、開設に関して混沌としている状況というのを

把握されてますか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 福祉避難所に関しては、令和２年度にアンケート

を実施しまして、その際に通信手段ですとか物資の

提供、それから運営方法が定まっていなくて、協定

を結んだ施設からはかなり不安に思っているという

状況は把握しておりましたが、それ以降の状況につ

いては把握しておりませんでした。 

 その後、感染症等の流行や能登半島の地震の発災

等で新たな課題が見えてくる中で、そういった市の

対応が遅れているということは反省すべき点だとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました。 

 では、３番に行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 令和３年５月改定の福祉避難

所の確保を運営ガイドラインの直接避難の推奨によ

り、これを当市でも推進するとなると、これまで不

明瞭だった準備の行程が明確になり、福祉避難所へ

の受入れや運営には個別避難計画の策定が不可欠で、

受入れ体制の構築には予算が伴うと考えますが、こ

のガイドラインにのっとった、事前に受入れ対象者

を特定する登録制の福祉避難所に変更していくお考

えはいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 現在、市内にある６か所の施設を福祉避難所に指

定していますが、避難所が分散していることで災害

時の物資運搬や人員の配置等、スムーズにいかない

可能性もございます。 

 今後は、福祉事務所協定施設に状況や御意見をお
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聞きした上で、福祉避難所の在り方や体制構築につ

いて、医療・福祉・介護施設等の関係者と検討を進

めていく予定であり、議員御提案の登録制の福祉避

難所についても、その中で併せて検討していきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。ぜひ

よろしくお願いいたします。では、現在のその６か

所の福祉避難所の、それでも電話で何人入れますか

っていうのだけはしょっちゅう聞かれたっていうこ

となので、受入れ可能人数っていうのは何人なんで

しょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 各施設の受入れ可能人数は、浜名学園さんで16名、

特別養護老人ホームの燦光さんで８名、同じく特別

養護老人ホームの光湖苑さんで８名、同じく特別養

護老人ホームの湖西白萩さんで４名、それから介護

老人保健施設でありますまんさくの里さんで15名、

それから特別養護老人ホームであります恵翔苑で８

名の合計59名となります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 令和６年６月時点での、先ほ

ども２回もしゃべってますけれども、災害時避難行

動要支援者名簿に掲載されてる方は1,460名です。

そのうちの自治会等に情報提供を希望している方は

801人で、先ほど何名かの方がアンケートの結果、

私も公表していいですよって、増えたので100名ほ

どになってるかと思いますが、とても少なくって、

その800人から1,000人の追加されて、その方たちが

行きたいところは59人しか受けられないというね、

800人のうち59人というのが実態なんです。その人

数はびっくりするとともに、そこでどういうふうに

積算して計算したのかっていうのをお聞きすると、

デイサービスで使っているベッドの数を提供できる

人数として伝えたという施設が半数でした。それは

現実的だと思うんですね、雑魚寝もできないし、段

ボールベッドをどこに敷くかとか、それと受け入れ

る、受け入れられますっていう人数の解釈もそれぞ

れ施設ごとまちまちでした。要支援者だけと思って

いる施設もあれば、前からの内閣府やなんかの発信

を見ていると、家族とともにっていうふうに結構書

いてありますので、そうすると家族を含んだ数字、

家族を含んで４人っていったら特別養護老人ホーム

湖西白萩さんなんか実質２人ですよね、多いところ

の浜名学園さんにしても８名ですよね。浜名学園さ

んは以前、私が四、五年前かな、一般質問やったと

きにはセットですって言ったけど、直近で聞いたら

もっと受け入れられるかなみたいなこともおっしゃ

ってましたけれども、皆さんやっぱり、しばらくそ

ういう会話を市ともしてないので、本当に認識がそ

れぞれまちまちで、先ほどの混沌という言葉も言い

ましたけれどもそういう状況なんです。結局、何人

預かっていいかっていうと、そこの備蓄の数も違っ

てくるわけですよね。食料の人数分とか１週間分の。

それとか、あとはどんな人が来るかによって、おむ

つの形態だとか流動食だとかっていうことにもなる

んで、嚥下食とかね。そういうためにも、やはり事

前にどういう方を受け入れるっていうところまでい

って、実際、避難訓練までできるようなそういうと

ころまで進めていただきたいので、市とそれぞれの

施設が１対１でやってるよりも、ちゃんとしたこう

いう合議体を、民生委員さんだとかもうちょっと有

識者だとか、そういう人を交えて、福祉避難所をど

うつくるべきかっていうその合議体をつくっていた

だきたいということを、私１月30日に予算要望でし

てるわけなんですけど、そういうところまでやって

いただきたいと思うんですけれども、そこら辺はい

かがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 ただいま議員御提案のとおり、まず今協定を結ん

でいる６つの１施設ずつ、まず福祉避難所に関する

ことに限らず、その施設で被災した際の入所者の避

難や、また法人として可能な被災者の支援方法など、

一つ一つ御意見を丁寧にお伺いしたいというふうに

思っております。 

 福祉避難所施設の場所については、その聞き取り
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の結果を基に一度ゼロベースに戻って、もう一度社

会福祉法人をはじめ、医師会や関係する機関等の御

協力をいただき、福祉避難所の在り方についてもう

一度考え直すという機会を設けていきたいというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ぜひともよろしくお願いしま

す。ありがとうございます。高齢者施設の４施設か

らは、地域の方々との日頃からの交流を図り、有事

には助けてほしい、むしろその方たちを避難所で受

け入れますよって言ってるんだけど、既に入所して

いる人たちや施設の停電だとか破壊されたものがあ

るだとか、そんなときに地域の人の力を借りたいっ

ていうことを言ってるんですよね。私たちが助ける

側で受けるんじゃないよって、私たちのことも助け

てほしいから、地域の自主防災会とか自治会と合同

訓練をして、また施設の中に入ってきてもらったら

どこに何があるかっていうのも知っててほしいって、

今回訪問で対話したときにそこまで言われました。

だから、そういうものも合議体の中で、当然、現在

指定されているところの方たちも参加されるとは思

いますけれども、詰めていっていただきたいと思い

ます。 

 あと、再質問をもう一つお願いします。 

○議長（馬場 衛） 次の２番目の。 

○13番（佐原佳美） ごめんなさい、今の再質問で

す。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） あと、ちなみに医療的ケア児

者の保護者御家族は、対象者の限定、事前登録の福

祉避難所というのは、たらい回しにされないと思う

ので大賛成ですという声が上がってます。人工呼吸

器とか吸たんとか在宅酸素使用の方たちは、やはり

衛生面の部屋の確保とか、あとは妊産婦とか新生児、

幼児がいる御家庭というのは、本当に一般の避難所

では、もちろん大前提はそれぞれの御家庭が耐震化

して、災害に強いおうちで備蓄してあって避難所に

行かなくて済むというのが理想なんですけれども、

それでもそうはならなかった方たちはどうしても助

けてほしい、あるいは妊産婦などは災害時の協力協

定を静岡県助産師会と結んでおります。直接的には、

浜松市助産師会が応援に来てくれるってことになっ

てるんですけど、そこで言われたのもあちこち分散

したり御家庭にいたら回り切れないので、やはりど

こかポイントで集まっててもらうと、助産師さんも

そこに入って指導しやすいということは言われてま

すし、一年に一遍は顔の見える関係で、消防と訓練

したこともあったと思うんですけど、そうやって平

成30年でしたかね、そのくらいに助産師さんとの協

力協定を湖西市は結んでますので、今言う方たちと

一般的に言われる手帳持っている方ではなく、妊産

婦や幼児、幼児は一般避難所で声がうるさいって言

われるから車の中に閉じ込めておくとか、やっぱり

そういうことも実際起こってるんですね、赤ちゃん

の泣き声うるさいから車の中にしか居れないとか、

なのでそれらの避難所の指定も増やしていくってい

うことも検討いただきたいんですけど、いかがでし

ょう。私は、ずっと湖西病院の空いてる病棟を妊産

婦とか、産後間もない赤ちゃんとか新生児とかって

いうことを提案してるんですけど、いつも却下され

てきてるんです。 

○議長（馬場 衛） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 他の自治体では、停電のリスクの低い施設を人工

呼吸器をつけている方とか、在宅酸素を療養在宅で

されている方のための専用の事前登録制福祉避難所

にしているというところもあるというふうに聞いて

おります。今後、本市におきましてもそういった電

源を必要とする方に対しては、特別高圧電力ですと

か、自家発電の機能を備えた施設にも働きかけをし

ていきたいというふうに思っております。 

 また、先ほど議員が言われたように、妊産婦さん

ですとか新生児、幼児用の避難所につきましては、

担当課だけではなくて関係する課とも一体となって

特定の対象者を受け入れる避難所の在り方、それか

らどこを避難場所にするのかということも含めて、

一度検討、協議を進めていきたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 
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○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。し

っかりと福祉避難所の在り方、それから対象者別、

福祉避難所事前登録制のことを、先ほどもおっしゃ

っていただきました医師会とか有識者などを含めた

会を立ち上げて検討していきたいということで、大

いに期待したいと思います。ぜひともよろしくお願

いします。ありがとうございました。 

 では、主題２のほうに行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 新所子育て支援センターにこ

りんの機能充実について。 

 質問しようとする背景や経緯ですけど、私は令和

４年９月議会で、令和５年度末閉園予定の湖西市立

新所幼稚園の利活用についてと題し、発達に課題が

あるお子さんの療育支援、児童発達支援とも言いま

すが、を担うインクルーシブ型の子育て支援拠点に

利活用してほしいと提案しました。それは、発達に

課題のあるお子さんの保護者から、市内に１日コー

スで療育支援をしてくれるセンターがない、豊橋市

や浜松市まで通っている、子育て支援センターで療

育をしてほしい、市内に療育センターが欲しいとい

う複数の声を聞いたからです。 

 本年１月11日、新所子育て支援センターにこりん

がオープンしましたが、事業内容は就学前までのお

子さんの遊びの広場、預かり保育、子育て相談、子

育て関連講座となっており、インクルーシブ遊具の

設置も少ないです。発達に課題のあるお子さんの相

談拠点とのことなら、療育機能もプラスしてほしい

という声は依然としてあります。 

 目的は、新所子育て支援センターに療育支援機能

を拡充してほしいです。 

 質問事項です。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） １、開設より２か月ではあり

ますが、来場者数、相談、預かり保育などの実績の

件数を教えてください。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 今年１月11日にオープンしましたオープニングイ

ベントでは、来場者数が大人が129名、子供120名、

合計249名でございます。この数字は、当日の来賓

と表彰者を除いてございます。 

 直近２月、１か月間の各事業の実績でございます。

遊びの広場では、開館日数が18日ありまして、来場

者数は大人327名、子供371名、合計698名、１日平

均しますと39名の来場があるという平均になってお

ります。相談の件数でございますが、総数で26件で

ございます。それからのびのび預かり保育として預

かり事業をしておりますが、実施の日数が６日間、

利用者数が満１歳児から２歳未満児が16名、２歳以

上のお子さんが11名、計27名の受入れを１か月間で

したという結果になっております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 順調に御利用いただいている

ということでうれしく思います。まだ講座とかはや

ってないということですね。講座の開催とかは、ま

だイベント等はこれからですかね。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 教室とか順次やっておりますけれども、イベント

的なものは、まずオープニングイベントだけですね、

今のところ。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。 

 では２番の、現在勤務している職員さんの資格を、

先ほどもちょっと前の議員さんの答弁の中で聞こえ

てはきましたけど、お願いします。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 保育士が全部で６名です。そのうち正規保育士、

正規職員が５名、会計年度任用職員が１名、それか

ら保健師は正規職員が１名、それから随時の雇い上

げという形で３名の心理士さんに来ていただいて、

シフトというか交代制でということでやっておりま

す。 

 職員に関しては以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員に申し上げます。残
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り時間が５分を切っておりますので、御留意いただ

きたいと思います。 

○13番（佐原佳美） その心理士さんは曜日が決ま

ってて、相談の方はそれを把握してみえるんでしょ

うか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） アナウンスをして

おりますので、こちらが指定する場合もあると思い

ますし、何曜日には来てるからおいでくださいとい

うような案内もしておりますので、その辺は大丈夫

かと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 先ほど不足している職員はっ

ていう中で、職種としては相談業務ですので、私は

やはり社会福祉士が必要かなというふうには思いま

す。また御検討いただきたいと思います。私たち福

祉教育委員会で視察に行きました。こども家庭セン

ターなど、どこも、どの課にも社会福祉士をやっぱ

り大量募集して配置したというのがあって、委員会

報告でもお伝えしてますので御検討いただきたいで

す。答えは結構です。 

 では、３番。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 相談業務は、適切な支援につ

なげる重要な役割を担います。こども未来部のほか、

地域福祉課や幼児教育課との連携体制について、お

ぼとから前、幼児教育課が本庁の３階にあったもの

を私が一般質問を繰り返して、おぼとへ行ってワン

フロア化はしていただいたんですけれども、全然情

報共有がされてなくて、どこへ行っても同じことし

ゃべって本当に嫌になるという声を聞いてます。ま

してや今度、距離が離れたわけですけれども、そこ

ら辺で情報共有などを特にどのように連携されてま

すか。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 相談業務につきましては、議員おっしゃるように

重要な役割を担うものというふうな認識でございま

して、こども未来部を中心に地域福祉課、幼児教育

課、学校教育課との密接な連携体制の構築を目指し

ているところでございます。 

 内容といたしましては、相談に応じて情報共有を

行い、必要に応じて福祉サービスや保育・教育機関

との連携を図ることで、個々のケースに対応してお

ります。このほか、会議や園への巡回相談への同行、

就学相談会などの教育委員会との共催事業の実施な

どを通じて、日常的なつながりを築く中で円滑な連

携を維持するよう努めております。 

 なお、情報共有の課題といたしましては、保護者

さんの意向を確認した上で、関係機関と共有を図る

ことが重要ですので、個人情報保護に留意しながら

連携をして、相談者に対しても最も効果的な支援を

提供できるように努めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ぜひともよろしくお願いしま

す。 

 では次、４番。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○13番（佐原佳美） 利用対象者を就学前の幼児と

していますが、地元の元の新所幼稚園のときは外に

遊具がありました。ですが、老朽化ということで全

部撤去され駐車場になってます。小学校低学年くら

いの子の遊び場がなくなっていますので、その子た

ちがちょっと中に入って遊ばせてもらってもいいの

かという問合せなどが来てますが、いかがでしょう。 

○議長（馬場 衛） こども未来部長。 

○こども未来部長（鈴木祥浩） お答えいたします。 

 子育て支援センターは、地域子育て支援拠点実施

要綱に基づいて開設され、一応利用対象を主として

おおむね３歳未満の児童及び保護者となっておりま

す。本市では、対象を小学校就学前の児童とその保

護者まで拡大して運営しております。小学校低学年

のお子さんの遊び場がないとの御指摘については、

施設の役割として就学前のお子さんと保護者が安心

して過ごせる場所を提供する、それから保護者同士

のつながりを通じて、子育てにおける不安感を緩和

することを主たる目的としているものであり、全て

のお子さんの遊び場を目的としているものではない
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というのが現実でございます。小学生以上の大きな

お子さんが利用することには、遊び方や行動に差が

あることで、小さなお子さんが不安になるおそれも

あることから難しさがあるとは考えております。よ

って、全てのお子さんの遊び場の確保という点につ

きましては、別のアプローチの仕方が必要であると

考え、今後の検討課題であると認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました、ありがとうご

ざいます。 

 では、５番目のところへ行きます。市内の療育施

設の利用回数、現在、障害をお持ちの方で通われて

る方が新年度から行く回数が減らされると、そうい

う子供さんたちのために、このにこりんでもそのよ

うな療育、児童発達支援をしていただけるとうれし

いということの声を聞いてます。理学療法士とか作

業療法士など、週１回でも出張して来てもらって、

にこりんでできるということはないでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 鈴木副市長。 

○副市長（鈴木典之） お答えいたします。 

 新所子育て支援センターにこりんは主に医療受診

前の段階にある気になる子の相談を受け付け、お子

さんの発達を評価し、そのお子さんに適した対応方

法を提案することで、まずはお子さんに家庭や保育

園、学校等でより過ごしやすくなってもらうこと、

そして保護者や保育士など、支援者の困り感を緩和

することをまず第一の目的としております。 

 現在でも医師の診断を受けたお子さんですとか、

既に児童発達支援事業所等を利用されているお子さ

んの相談も受け付けておりますが、現時点では療育

まで行う施設としては位置づけておりません。 

 にこりんに療育機能を追加してはどうかって議員

からの御提案につきましては、現在、市内で療育に

なっております児童発達支援事業所では毎月かなり

の利用がありまして、それぞれの事業者さんでもい

ろいろ工夫をしながら対応なさっているということ

で、市としても課題があることは把握しております。

ここのところは健康福祉部の所管となりますけども、

今後、健康福祉部のほうで速やかに事業者へのヒア

リングをしっかり行うとともに、保護者のニーズの

把握に努めてまいりまして、その上で健康福祉部と

して、またこども未来部両者一緒になって、どうい

ったようなことが市として必要なのかということは

検討してまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。本当

に行政が、担当部局が児童発達っていうと地域福祉

課の所管ですよっていうことで、そのおっしゃる意

味はよく分かりました。 

 ただ、発達に課題のあるお子さんの保護者さんか

らは、一般の子育て支援センターに遊びにいくと走

り回ったり叫んでしまったり、コミュニケーション

がうまく取れない子は親が謝罪してばかりいると、

一般の子供さんが集まる場所へ行くとすいません、

すいませんって言って。同じ発達に不安を抱えた子

供さんと親御さん、保護者などが介するこの日に行

けば、この子たちと会えるよっていうのがあると相

談に行って、プラスそういう療育なんかがあったり

すれば、そこで保護者さん同士のピアカウンセリン

グというようなことが自動的に、先ほども相曽議員

の答弁でもにこりんに対して、そういう親同士が話

し合える場所ということを言われたんですけれども、

そういうふうになるかなという思いもありました。

でも、まだ始まったばかりですのでこれからいろい

ろアレンジしてもらって、本当にそのほかの遊び場

へ行って謝ってばっかりいるお母さんたちが、本当

に安心して子供を遊ばせられる場所として、どんど

ん発展していっていただけたらいいなと思っていま

す。ありがとうございました。 

 以上で、私の一般質問を終わりとします。 

○議長（馬場 衛） 以上で、13番 佐原佳美議員

の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とさせていただきます。お昼の休

憩を取ります。再開は13時、13時とさせていただき

ます。 

午後０時00分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 
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○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 引き続き一般質問を行います。 

 12番 楠 浩幸議員の発言を許します。 

  〔12番 楠 浩幸登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、楠 浩幸議員どう

ぞ。 

○12番（楠 浩幸） 12番 楠 浩幸でございます。

改めましてこんにちは。お昼第一番ということで、

大分眠くなる時間ですけれども、今日も元気に一般

質問させていただきます。 

 今回のテーマはですけれども、湖西市の教育行政

の方向性についてということで、１題お伺いしてお

りますのでよろしくお願いします。 

 湖西市では、2025年度で第２次教育振興基本計画

が終了するということで、次期計画の策定が急務で

あるというふうに考えております。 

 教育施策の充実に向けて、不登校や外国籍児童生

徒への支援、特別支援教育、ＩＣＴ教育、教職員の

負担軽減など様々な課題があるかと思います。また、

学校の適正配置を見据えた小・中学校の統廃合では、

地域との合意形成が最も重要な課題だというふうに

認識もしておるところです。 

 加えて、湖西市の特色ある教育の選択肢として、

小規模特認校の導入も検討してはどうかというふう

にも考えているところでございます。 

 そこで、今回は次期教育振興基本計画の方向性を

はじめ、教育行政の課題とその解決策について具体

的に確認をし、よりよい教育環境の実現に向けた方

策を探りたいと思い、今回質問をさせていただくと

ころです。 

 それでは、１問目に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ 

○12番（楠 浩幸） 第１問目は、現行計画の成果

と課題をどのように整理して、市民、教育現場の意

見を反映する仕組みはどのようになっているのか、

また次期計画策定の進捗の管理ですとか、教育委員

会の検証・評価の方法についてどのように行ってい

くのか、これからのことですので、大きなフレーム

ワークで結構ですのでお伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育長。 

 〔教育長 松山 淳登壇〕 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 現行計画の期間につきましては、今議員が言われ

るとおり2025年度までであります。成果指標を2024

年度目標と設定しております。したがいまして、本

年度末の状況を基にして、令和７年度に成果と課題

を取りまとめ、教育委員及び関係組織と確認評価を

行い、次期計画策定に反映させてまいります。 

 次期計画につきましては、まず個別計画ごとに関

係審議会等と協議の上、計画を策定し、それらを包

括して湖西市教育振興基本計画として令和７年中に

まとめてまいります。進捗管理、検証及び評価につ

きましては、定例教育委員会や外部評価委員による

自己点検及び評価報告を通して行ってまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 現行の計画ですね、第２次教

育振興基本計画については、ＫＰＩが2024年度末と

いうことなので、次期計画にはそれを盛り込むとい

うことなんですけども、この現行の基本計画に対し

ても、それぞれ各セクションで成果指標が設定され

ているかと思うんですけれども、この成果指標につ

いては５年に１回検証しているんですか、それとも

先ほど次期の計画では教育委員会でしっかりとフォ

ローしていくっていうようなことだったんですけど

も、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 評価につきましては、５年

に１回行うということであります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ということは、締めてみない

と分からないっていうことなんですかね、その５年

間の間でそういうＫＰＩの評価っていうのは行わな

いということなんですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 
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 内容によって違うとは思いますが、それぞれで年

度年度で評価をしているものもあります。今回のこ

の評価指標につきましても、検証の仕方はその年そ

の年の事業実績から結果を把握するものもあります

ので、事業実績につきましては毎年確認をしている

ものでありますし、アンケート調査等も実施をする

ものでありますが、例えば中に学校が楽しいとか授

業が分かるっていうふうな評価もありますけど、こ

れについては各校が、学校教育法に基づいた学校評

価という形で毎年行っているものでありますので、

それらを５年ごとにしっかりと総括して、集約して

この教育振興基本計画に生かしていくと、５年ごと

というのはそういう意味で先ほどは回答させていた

だきました。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 教育委員会からは、毎年自己

点検評価報告書という事務事業評価、行政側でいう

ところの事務事業評価だと思うんですけど、これが

必ずしもこの教育振興基本計画の内容に沿ったもの

とは限らないんですね、ほとんど載ってないって言

ってもいいぐらいなんですけども、これからまた新

しい教育振興基本計画をつくられるときには、もう

少し精度を求めたらどうかなというふうにも思った

ところでございます。 

 それで、来年度から策定に入られる、審議会を設

置をしてっていうようなことなんですけれども、私

も少し振り返って見てみたんですけれども、第１次

教育振興基本計画については、生涯学習にかなり軸

足を置いた基本計画だったのかなっていうふうに認

識をしております。今回、現行の第２次教育振興基

本計画については、生涯学習をさらに地域教育です

とかキャリア教育の一部として、コミュニティスク

ールなんかも始められたっていうところを踏まえる

と、生涯学習を学校教育との連携に結びつけた基本

計画のような印象を強く受けたところなんです。こ

れから第３次教育振興基本計画に向けた教育長のそ

ういう基本理念のようなものがもしあれば、伺えれ

ばなというふうに思うんですけどいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 私も昨年まで学校現場にいたということもありま

すので、今の段階、自分の個人の中では小・中学校

の教育環境を充実させていきたいという思いはすご

く強くあります。ただ、今教育長という立場になっ

て、先ほど審議会というふうな話もありましたけど、

様々な市民に対する生涯学習という観点もあったり

しますので、それらを全部包括した上で、しっかり

足元を見て計画を策定していきたいなというふうな

思いを持っています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ぜひ、やはりフレームワーク

というふうに申し上げたんですけれども、基本的に

教育長の理念があって、それから答弁にもありまし

たように第２次教育振興基本計画の点検ですとか評

価、こういうエビデンスを基にＫＰＩをまた組み立

てていくっていうふうにやっていただきたいなとい

うふうに思っております。 

 それでは、２つ目の質問に入りたいと思います。

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） ２つ目なんですけれども、昨

日も少しお話がありましたけれども、北部地区です

とか南部地区の小・中学校の統廃合、再配置につい

てなんですけれども、既にここ数年来、地域ですと

かＰＴＡとの話合いが進められているというふうに

認識をしております。今後、どのような地域との合

意形成を図っていくのかっていうところが、やはり

一番大きな課題だと思うんですけれども、統廃合の

方向性ですとか計画についての基本方針、これから

３月末までには出されるっていうふうなお話、答弁

を昨日聞いたところですけれども、冒頭申し上げま

したけれども、小規模の学校を残すよということで

あれば、小規模特認校の導入についても、少し教育

委員会のお考えを伺いたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 北部地区については、今議員からもありましたけ

ど、３月末に公表する予定であります学校再編基本
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計画において、東小学校と知波田小学校を現在の湖

西中学校の場所に統合、中学校は岡崎中学校に統合

するという方向性となっております。白須賀地区に

つきましては、これまでに保護者や地域住民との意

見交換を開催した中で、中学校の存続を望む声を多

くいただいております。 

 一方で、少人数での教育に不安があるという声で

あるとか、周りの保護者の考えが分からないという

御意見もありますので、今後の白須賀小・中学校の

在り方について、広く意見を聞くためにアンケート

の実施を予定しているところであります。 

 小規模特認校制度の導入については、今後の白須

賀小・中学校の在り方と併せて検討が必要であると

考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ２点ほどちょっと確認をさせ

てください。今、教育長の答弁の中にアンケートを

広く市民の方に、住民の方にっていうふうに思うわ

けなんですけれども、アンケートの対象については

どのようにお考えでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 白須賀地区の学校再編検討委員会を今後開催しま

して、アンケートの内容について協議をした上で実

施をする予定であります。 

 検討委員会の開催時期については、まだ現在調整

中でありますが、対象ですが今のところ白須賀地区

の全世帯を対象とする予定で考えています。それも

含めて、学校再編検討委員会の中で議論をしたいと

いうふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 検討委員会の中で、アンケー

トの内容についても協議をしていくということでよ

ろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） そのとおりであります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） もう１点目のところなんです

けれども、白須賀中学校を残すかどうかというとこ

ろは、また検討委員会のほうで検討されていくとい

うようなことですけれども、小学校についてはその

まま残すという考え方でよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 白須賀小学校につきまして

は、今の現状維持という形になったとしても残りま

すし、現在の再編方針についても白須賀小学校はそ

のままとしというふうになっていますので、白須賀

小学校は残る方向だと考えていいかと思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） そうしましたら、小規模の学

校ということで、地域の方からですけれども、実は、

小規模特認校を導入してはどうだっていうような御

相談も、私のほうにもいただいているところです。

そうしたときに、今教育長は検討をしていただくと

いうことなんですけれども、近隣ですと浜松市の中

でも３校の小学校が小規模特認校の対象になってい

てやっておられ、市内、中心部にも特認校があった

りすると、そこはかなり今マンションとかが建って

住民が増えてきて、生徒も増えてきているというよ

うな話も聞いているところなんですけども、一方で

そのお隣の天竜川の向こう側、磐田市の豊岡東小学

校というのが、平成18年に特認校制度を制定したっ

ていうふうなことを伺っております。ただ残念なが

ら、平成27年にはやはり廃校となっているというふ

うに認識をしているわけなんですけれども、やはり

小規模特認校を導入しても、生徒さんが集まってこ

ないっていうような課題があるっていうふうにも聞

いているところです。そういったところも踏まえて、

これから検討委員会でも先進地なんかの事例なんか

もよく確認をしていただいて、マーケティングなん

かを取り入れてやっていただきたいなというふうに

思うわけなんですけれども、そういった小規模特認

校の導入について、これまでの地域との話合いの中

で、そういった御意見ですとかそういうような御提

案はありましたか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 
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○教育長（松山 淳） お答えします。 

 地域の方と意見交換をする場において、小規模特

認校という声が、地域の方から上がったということ

はございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） やはり、せっかく小規模の学

校の特色を生かす。そして、少しでも在校生を増や

していくっていうことであれば、小規模特認校の導

入についても検討の価値はあるのかなというふうに

は思うんですけれども、やはり先ほど磐田市の例を

出しましたけれども、現行と同じような教育体制で

すとか運営であると、生徒数が増えていくっていう

のは、なかなか難しいんじゃないのかなっていうふ

うには推測するわけなんです。やはり、その学校で

学びたい、保護者の方が学ばせたいっていう思いと、

そして今、結構課題になってます教職員の皆さんに

ついても、そこで働きたいっていうふうに思えるよ

うな特色のある学校が、必要じゃないかなっていう

ふうには思うわけなんですけれども、そういった特

色のある学校については、何かちょっとお考えがあ

れば伺いたいんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 特色ある教育は、本当に重要な視点の一つだなと

いうふうに考えています。 

 先ほど、小規模特認校制度のお話もありましたが、

その制度も特定の小規模学校へ通学区域に関係なく、

市内のどこからでも就学を認める制度でありますの

で、小規模校で学びたいというそういうニーズには

応えることができる、そういう制度だろうなという

ふうに感じています。 

 一方、先ほど議員も言われたように、思うような

結果が出ないというふうな課題もあるというのもそ

れもまた事実でありますので、この特色化につきま

しては非常に重要でありますので、小規模校だから

重要とか大規模校だから重要ということではなくて、

どの学校にとってもやっぱり重要なことだと思いま

す。 

 特に、小規模校につきましては、特認校制度の導

入にかかわらず、小規模校の教育充実のための市と

しての施策というのは、必要だろうなというふうに

感じているところであります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 湖西市の予算の審議が来週か

ら始まりますけれども、教育関係の予算の中でも特

色のある教育みたいな、浜名湖を歩いてたりですと

か、新居ですと木曽福島の交流ですとかっていうよ

うな、そういったような特色もあるとは思うんです

けれども、やはり浜名湖を歩くからそこへ通いたい

ですとか通わせたいですとか、ちょっと違うと思う

んですよね。やはり、もう少しうちの子をぜひ湖西

市の小学校・中学校へ通わせたいっていうふうに思

えるような特色のある学校を、一緒に考えていけた

らなというふうに思うわけなんですけれども、３つ

目の質問に入りたいと思います。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） ３つ目の質問に入りたいと思

います。特色あるっていうふうな言い方を、ちょっ

と言葉を選ばなあかんですけども、不登校生徒への

支援として、校内適応教室の現状と課題について、

教育委員会のお考えを伺いたいというふうに思うわ

けなんですけども、これも大きな課題であるという

ふうに思ってます。また、個別最適な教育の推進に

向けて、以前、湖西市議会常任委員会の福祉教育委

員会に私が所属をしていたときに、インクルーシブ

教育の研究と御提案をしたというふうに思っていま

す。そういったインクルーシブ教育ですとか、今少

しずつですけれどもオルタナティブな教育っていう

ふうに、特色のある教育の導入について今後の方針

ですとか取組の可能性があれば、伺いたいと思うん

ですけどもいかがでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 まず現在、不登校児童生徒が利用できる教室を独

自に設けている学校があります。しかし、その教室

に常駐できる教員がいないということから、利用す

る児童生徒に対して十分な支援をすることができな

いという課題があります。そこで、令和７年度より
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市内の３つの中学校に校内教育支援センターを開設

し、市の会計年度任用職員を指導員として配置する

ことにしました。指導員は、教員と連携を図りなが

ら、利用する児童生徒が安心して登校できるように

するための居場所づくりに取り組んでまいります。 

 インクルーシブ教育につきましては、共生・教育

を目指し、各校の特別支援教育コーディネーターを

中心とした支援体制を整備し、個別の指導計画、個

別の教育支援計画の作成をはじめとした個に応じた

指導の充実に取り組んでおります。 

 また、オルタナティブな教育につきましては、学

校教育法で定められた学校での教育ではなく、独自

の理念や方針に基づいて行われる教育であり、その

特徴や従来の学校教育との違いを、これから研究し

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 不登校児童生徒への対応とし

て、市内の３つの中学校でしたかね、校内適応教室

を設置をする。やはり、中学生の不登校が多いって

いうところは、過去の一般質問、先輩議員の答弁の

中でも聞いているところなんですけれども、やはり

対応される職員が課題っていうふうには教育長もお

っしゃったですけども、この市の会計年度任用職員

っていうのは教職員の会計年度任用職員なのか、そ

れとも行政側の会計年度任用職員、その対象はどの

ようになってますか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 優先的に、教員のＯＢを充てたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） これは、来年の４月からの予

定でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 

 ４月からの予定で、教員のＯＢを市の会計年度任

用職員として雇用しましてという形を考えています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ３校とも３名の方の会計年度

任用職員、教職員の先生のＯＢっていうふうに認識

してよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 

 まだ、正式に議会を通過していない状況でありま

すので、今人選中というふうな状況で、優先的にま

ず教員のＯＢ、それが見つからなければまた別の方

法も考えなければならないかなというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 近隣の磐田市でも同様な課題

があるということで、磐田市では民間の方を対応い

ただくように採用したり、募集、採用しているとい

うことも聞いておりますので、そういう教育に関心

のある方、特に、不登校適応教室には教員免許が必

要ないっていうことの認識でよろしいですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 特に、教員免許状を求めているものではありませ

ん。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） とにかく、居場所を確保して

いただくっていうのは、本当にいいことだなってい

うふうに思ってます。ただ、やはり学校に行くこと

ができないっていう生徒さんも多くいらっしゃると

思うんですよね。 

 静岡県がバーチャルスクールを今年４月から始め

るっていうことも、実は去年の暮れに県庁の教育委

員会のほうへちょっとお邪魔をしていろいろ聞いて

きたんですけれどもかなり人気があるようで、定員

の倍ぐらい応募があったというような話も聞いてお

りますけども、今後そういうようなことも検討して

いかなあかんのかなとも思うんですけれども、そう

いったような県との情報交換みたいなのはあったり

するんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 



１４３ 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 教育長レベルでもございますし、各担当レベルで

も県の協議会や研修会に参加をしておりますので、

情報共有はできているというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） また、そういったような情報

を各学校ですとか、お休みしてる児童生徒さんにも

共有していただいて、またもっと広がれば、定員が

そんなに多くないみたいですので、またこれが県の

ほうでフィードバックされていけばなというふうに

思います。 

 それからもう一点、インクルーシブのところなん

ですけれども、以前、白須賀小学校に視察にお伺い

したときにも、肢体の不自由な児童さんへの対応に

ついて機材をそろえていただいたりですとか、職員

の先生も対応していただいているということ、引き

続きあそこの白須賀小学校については、やはり肢体

の不自由な生徒さん、児童さんにも対応していくと

いうことでよろしいでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 白須賀小学校に、肢体の特別支援学級を継続して

開設をしていきます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 引き続きそういった対応して

いただきたいっていうのと、あとやはりその子も年

がたてば中学校に進学をしていくわけなんですけれ

ども、中学校のほうはどうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 今のところ、明確な計画があるわけではありませ

んが、当然白須賀小学校を卒業した後のことも、市

として考えていく必要があるというふうには認識し

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ぜひ、来年度から進めていか

れる教育振興基本計画、審議会でもぜひ協議をして

いただきたい内容だというふうに認識をしておりま

す。 

 インクルーシブとあとオルタナティブな考え方で

すね、よく個別最適な教育の推進っていうふうな言

われ方をしているわけなんですけれども、やはり特

色のある学校としては、もっと言えば特にイエナプ

ランとかっていうことですとフリースクールとの連

携の可能性ですとか、あと、やはり基本的に異年齢

の混合クラスを対象にしているというふうなことを

考えると、公立高校でも部分的な導入というのは可

能だというふうに思うわけなんです。なので、１年

生と２年生が一緒に勉強するですとか、１年生から

３年生までが一緒に勉強するとかっていうような、

そういうふうな個別学習の時間を取りながら、教育

指導要領にも沿った授業体系も可能ではあるんじゃ

ないかなっていうふうに思うわけなんですけれども、

そういった研究もしていただけるということでよろ

しいですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをいたします。 

 今議員言われたとおり、イエナプランとかいろい

ろなオルタナティブの教育のいいところ取りといい

ますか、公立の学校でも取り入れられる内容という

のはあるんだろうなというふうに思いますので、ま

ず研究をしていきたいということと、授業のやり方

とか指導方法については、学校が自ら考えていくべ

き内容であると思いますので、学校から求めがあれ

あれば、こういう方法を取ってる学校もあるよとい

うふうな、そんな市教育委員会での研究に基にして

情報提供することは可能なのかなというふうに感じ

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 実は先月、長野県にある私学

なんですけれども大日向小学校っていう学校で、イ

エナプランを取り入れた学校の先生とちょっとお話

をする機会がございまして、ぜひ湖西市へ来てお話

しいただけませんかっていうお話をしたら、前向き

にお呼びいただければというような話があったんで、

ぜひぜひ、またそういった市教育委員会の研修会と
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かでもお声がけいただければっていうようなお話で

したので、検討していただきたいなというふうに思

います。 

 ただ、その中で市長も施政方針でしたかその前か、

アダプティブラーニング、ＡＩを使った個別最適な

学習方法についても言及をされていたんですけれど

も、これも併せてこれから研究をされていくという

ことになるんでしょうか、どうですか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えをします。 

 アダプティブラーニングにつきましては、それに

適したアプリケーションなどあるというふうに聞い

ていますので、令和８年度の４月から新しくタブレ

ットの入替えを行いますので、令和７年度がその更

新時期になりますので、教育用アプリを検討してい

く中でアダプティブラーニングについても研究して、

検討していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ちょっと戻るんですけども、

大日向小学校の先生ですとか、あとそういう自由進

度の学習を選考されている先生たちのお話を実は聞

いて、やっぱりプリントだけ個別に配る、楠はこれ

ぐらいのレベルかなとか、ＡさんＢさんは違うレベ

ルっていうふうに、個別で進度が異なるような、単

位は単位の中でっていうふうには聞いておるんです

けれども、でもそれがやはり学校の中で、もっと言

えばクラスの中で心理的安全性がしっかりと確保さ

れた中でやらないと、その自由進度の学習というの

は非常にリスキーだよっていうようなお話もされて

いましたので、そういったようなお話しもしっかり

と研究していただきたいなというふうに思います。 

 ３つ目の質問を終わります。 

○議長（馬場 衛） それでは、最後の質問。 

○12番（楠 浩幸） 最後なんです。最後はちょっ

と重たいんです。教職員組合の皆さんから、今回請

願の提出を求められて、私も紹介議員として請願を

議会のほうに提出をさせていただいて、今度、来週

ですか福祉教育委員会のほうで審議をしていただく

というようなことなんですけれども、教職員の負担

増加っていうのは湖西市に限らず全国的な課題であ

り、湖西市でも教育支援員の配置の拡大ですとか、

ＩＣＴの活用というのは進められているところなん

ですけれども、さらにＧＩＧＡスクール構想の推進

ですとかＩＣＴ支援員による支援体制の充実が必要

だというふうに訴えられているところです。 

 ＧＩＧＡスクール構想の進捗と教職員の負担軽減

に向けたＩＣＴの活用の実態を伺いたいと思います。

また、ＩＣＴ支援員の配置状況と今後の拡充計画が

あれば、教育委員会の方針を伺いたいと思います。

お願いします。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 教育ＤＸの進捗としましては、令和３年度に児童

生徒１人１台端末の運用を開始し、加えてネットワ

ーク回線などの環境整備、ＩＣＴ支援員の配置、教

育用アプリの導入などを実施してまいりました。ま

た、教職員の負担軽減の観点から、勤怠管理システ

ムや保護者連絡用アプリの導入も進めてまいりまし

た。 

 ＩＣＴ支援員の配置につきましては、令和３年度

から令和５年度までの３年間については、小・中学

校で合計して年間297回であった訪問回数を、令和

６年度以降の３年間は、年間71回増の368回の訪問

回数に見直したところであります。今後も一層のＩ

ＣＴ活用の推進と、教職員支援に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 幾つかまた確認をしたいわけ

なんですけれども、先月の２月16日に開催されまし

た総合教育会議にも私は傍聴させていただいて、そ

の中で、そのときはタブレットの中のアプリの利用

状況の数字のお話があったと思うんです。その中で、

教育委員のメンバーの方から格差があるんじゃない

かというような課題提起がありました。総合教育会

議の中ではアプリのお話でしたけれども、タブレッ

トの使用状況に、教員の皆さんのスキルっていう言

い方は失礼かも分からないですけども、やはり得意

な先生とちょっと苦手な先生というのは当然いらっ

しゃるかと思うんですよ。そういったような格差を
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是正するには、やっぱり支援員の協力が必要だとい

うふうに思うわけ、回数は増やしていただいてると

いうことなんですけども、これは充足をされてるっ

ていうふうな認識ですか、もうちょっと増やさない

かんのかどうなのか、その辺りを伺いたいと思いま

す。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 先ほど支援員の配置について合計の時間で、回数

で説明をしましたが、学校に何回来るのかっていう

ふうな説明の仕方をしてみますと、令和５年度まで

は大規模校で月3.1回、小規模校で月1.7回程度でし

た。ですので、大規模校でいうと月に３日支援員さ

んが来てくれると。今年度、令和６年度からの契約

は大規模校で月3.8回、小規模校で月2.2回というふ

うに増加をしていますので、大規模校でいうと月に

大体４回ぐらい支援員がいるというような、3.8回

ですので、そんな状況でこれが多いか少ないかとい

うと、もちろん毎日いてくれたほうがっていう話に

はなるとは思いますが、ただ回数を増やしています

ので、まずはこの３年間の契約でやっていますので

しっかり活用をしていただいて、丁寧に学校の声を

確認していきたいなというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 結論からいうと、充足をして

いるとまでは言えないっていうような認識でも大丈

夫でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 実際に、支援員がいてくれ

て助かっているという声もありますが、確かに限ら

れた訪問回数であるので、タイムリーな支援が受け

にくいっていうこともあるよというそのような声も

ありますので、100％充足しているとは思っていま

せん。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） しっかりと現場の声を聞いて

いただきながら、やはりＩＴ格差っていうのが同じ

湖西市内で勉強する児童生徒さんに発生するという

のはやはり悲しいことですので、みんながみんなプ

ログラミングがバチバチできて、そういったところ

までは望まないとは思うんですけども、やはり一定

レベルぐらいまでは、タブレットですとかそういっ

たものが活用できるような環境の整備をお願いした

いと思います。 

 もう一点、教職員の皆さんのＩＣＴの導入によっ

て、公務管理についてはＩＣＴを使えるようになっ

て、大分負荷が少なくなっているっていうような話

は聞いているんですけども、実際にはまだまだ残業

を多くされてる教職員の方が散見されるわけなんで

す。そういったときに、もっとＤＸ、ＩＣＴを業務

の効率に活用することによって、負担を少なくする

ことはできないのかなというふうに思ってしまうん

ですけれども、教育長、そういった面ではどうでし

ょうか、もう限界、どうでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 今議員からも指摘ありましたが、校務のＤＸにつ

いては早い段階で浸透して、以前と比べるとすっか

り教員の公務に関わる仕事というのは、負担が軽減

されたなというふうに感じています。であるのに、

まだまだ超過勤務の状況が続いているということで、

今の状況は、今まで公務や事務処理のおかげででき

なかった子供に寄り添う時間であるとか、教材研究

の時間であるとか、テスト作成であるとかそういう

ような時間に空いた時間がどんどん埋まっていく、

今までできなかったことができるようになってきた

っていうふうな捉えでいます。それでいいのかと言

われると、まだまだやっぱり負担を軽減していかな

ければいけないというのは強く感じています。ただ、

何をどうすればというところについては、これをす

れば必ずなるというものは、今なかなか見つかって

いない状況でありますので、ただ部活動の地域展開

であるとか様々な改善をしていくことで、トータル

で見て教職員の負担軽減につなげていきたいなとい

うふうなそんな思いを持っております。 

 以上です。 

 ○議長（馬場 衛） 楠議員、残り時間が。 

○12番（楠 浩幸） 分かりました。 
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○議長（馬場 衛） 御留意のほどよろしくお願い

します。それでは楠議員、続けてどうぞ。 

○12番（楠 浩幸） なかなか、本来の学校の教職

員の皆さんの子供に寄り添う時間というのが、少し

ずつ取れるようになってきたというのは、本当にい

いことだなと思うんですけれども、ＤＸをもっと活

用すれば、もう少しさらに子供たちに寄り添える時

間が増えていくことがあれば、積極的に活用してい

ただけるような研究も進めていっていただきたいな

というふうに思っております。 

 それでは、まとめのほうに入らせていただきます

けれども、教育振興基本計画から大分踏み込んだお

話を伺うことができました。これから、また学校の

再配置の基本的な考え方もお伺いをしました。やは

り一番思ったのが、特色ある教育の選択肢として、

小規模特認校の導入の可能性ですとか、オルタナテ

ィブな教育の研究ですとか、ＧＩＧＡスクールの構

想についてはもう少し現状把握をしていただきたい

なというふうに思ったところでございます。新しい

タブレット、ソフトウエアが入るのが令和８年とい

うことですので、１年ございますのでそういったと

ころは現場としっかりとお話をしていただきながら、

教職員の皆さんの負荷軽減に尽力いただきたいなと

いうふうに思っております。 

 釈迦に説法かもしれませんけれども、生きる力を

育むと、主体的対話的で深い学びを実践できる環境

づくりを進めることだというふうに認識をしており

ます。これによって、湖西市で勉強したい、学びた

い、学ばせたいという保護者があって、そしてさら

には湖西市で教職に就いて働きたいっていうふうに

思える魅力あるまちづくりになるっていうふうに考

えております。 

 これから始まる教育振興基本計画の策定に大いに

期待をしまして、私の一般質問を終わります。あり

がとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、12番 楠 浩幸議員

の一般質問を終わります。 

 ───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に、７番 滝本幸夫議員の

発言を許します。 

  〔７番 滝本幸夫登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、７番 滝本幸夫議

員どうぞ。 

○７番（滝本幸夫） ７番 滝本幸夫でございます。

本日は、市内農耕地の活用と農業経営の持続的発展

に向けてっていう題で一般質問いたします。 

 令和４年９月以降、農業分野に関する一般質問を

３回実施しており、今回は４回目の質問となります。

これまでに発生した課題について、担当部署から状

況を伺い、解決済みの事項や対応中の事項の進捗状

況を確認するとともに、新たに発生している問題点

について質問いたします。 

 質問の目的、農業の担い手不足に対する今後の方

針と、農業経営基盤の強化の推進に関する計画をい

かに進めていくかを確認するためです。 

 それでは、１番目の質問から行きます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○７番（滝本幸夫） 農地の適正な管理と活用に向

け、耕作放棄地や未耕作地の活用の推進状況、農業

の貸借関係の整理に関する課題、そして農地パトロ

ールの結果や改善点について伺います。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。産業部長。 

  〔産業部長 太田英明登壇〕 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 農地パトロールは、農地法に基づきまして年に１

回、農業委員や農地利用最適化推進委員が中心とな

りまして、基盤整備をされた優良農地を中心に現地

調査を行っております。令和５年度の調査では、約

65ヘクタールの耕作放棄地が確認をされ、そのうち

14ヘクタールは農地中間管理事業などを通じて貸借

を希望するという結果となりました。この結果を踏

まえまして、農地情報を市のウェブサイトのほうに

公開し、市内外の農業者との貸借契約を促進してお

ります。 

 また、農地中間管理事業を活用して、農業者や土

地所有者の権利設定を行い、双方が安心して農地を

利用できる環境を整備しております。これにより、

農地の有効活用と適正化が推進をされ、農業者には

安定した耕作の場が提供され、土地所有者にとって
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も農地の適正な利用が実現をしています。 

 一方で、農地の貸借関係につきましては、契約内

容が不透明な場合がありまして、貸借関係の整理が

課題というふうになっています。これを解決するた

めに、農地バンク事業を積極的に進め、権利設定の

更新時に農業者や所有者との調整を進めることで、

契約状況の明確化を進めてまいっております。 

 これらの取組を通じまして、農地の適正管理と有

効活用を推進してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 滝本議員。 

○７番（滝本幸夫） 前回もお聞きして進んでいく

状態、パトロールの結果、これが徐々に改善されて

いくかなと思ってたんですけども、なかなか一遍に

はいかないというのがよく分かります。地道にやら

ないと、なかなか土地を持ってる方とそれから使い

たくても使えない人もいるんで、その辺が非常に、

こちらもお話を聞いたりしても簡単に答えが出せな

いっていう現状がありますので、農地パトロールの

ほうは毎回やっていただいて、こちらと連携してい

きたいなと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは２番。 

○議長（馬場 衛） ２番ですね、どうぞ。 

○７番（滝本幸夫） 多面的機能支払交付金の申請

状況について伺います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 現在は、13の組織が約268ヘクタールの農地を対

象に交付金を活用して、耕作組合などによります草

刈りや水路の泥上げなどのほか、景観形成のための

植栽の活動、それから農業用施設の補修などの活動

によりまして、各地域の農村環境の維持管理に努め

ております。 

 令和７年度からは、湖西用水土地改良区が補助金

の交付事務を受託するための団体を設立いたします。

今まで事務手続の煩雑さがありまして、なかなか交

付金の活用を見送っていた地域、具体的には白須賀

地区とか大知波地区、利木地区なども新たに参加を

することになりました。これによりまして、新たに

約364ヘクタールの活動対象地域が増えまして、市

全体では632ヘクタールの農地におきまして本交付

金を活用して、農村環境の保全や農業用施設の維持

管理が可能となります。 

 今後は、この活動が広がっていくことによって、

地域全体の農村環境の維持向上が期待をされるとこ

ろです。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 滝本議員。 

○７番（滝本幸夫） 先日も湖西用水土地改良区関

係のところの担当の方とお話をさせてもらったんで

すけども、やはりいろんな状況があって簡単にはい

かないっていうのは分かってるんですけれども、多

面的機能支払交付金の使い方、この辺でうまい使い

方をしていってくれれば、ある程度スピード感を持

ってやっていけるっていうこともあるんじゃないか

と思いますので、まだまだ現場を見て回るだけでも

大変なことなんですけれども、その辺をしっかりと

見極めてお願いしていきたいなと思っております。 

 次に行ってください。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○７番（滝本幸夫） スマート農業に対する支援の

進捗状況について伺います。 

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 スマート農業の推進に向けましては、先端技術を

活用しやすい農地環境の整備を目指して、吉美地区

におきまして農地の再基盤整備を進めております。 

 令和７年度からは、静岡県及び湖西用水土地改良

区が事業主体となって、畦畔の撤廃による大区画化、

暗渠排水設備の導入による乾田化、一部の水路の敷

設などの整備を実施していく予定でございます。 

 また、農業の省力化、省エネルギー化を支援する

ため、令和４年度及び令和６年度には国の臨時交付

金を活用し、農水産業省エネ機械設備等導入支援事

業費の補助金を創設しました。この補助金を活用し

て、農薬の自動散布用のドローン、畜舎の温度・湿

度の管理システム、それから園芸施設、ハウスにな

りますけど自動開閉の装置、農機の自動操舵システ

ムなどの設備導入のほうを支援しております。これ
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らの導入によって、農業者の負担軽減と生産性の向

上を図っております。 

 今後も地域計画を活用し、地元農業者と協議を重

ねながら、優良農地の再基盤整備などを推進し、地

域農業の持続的な発展を支援してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 滝本議員。 

○７番（滝本幸夫） 今幾つか出てきたんですけれ

ども、私も現場を回ってみまして、ドローンのいわ

ゆる散布ですか、これの現場がよく分からなかった

んですけども、何が置いてあるのかなと思ったら、

結局ドローンをうまく使うためのテスト起こしみた

いな感じでやってるところがありまして、白須賀の

中にもこんなんがあったんだなって気がついたんで

すけれども、やはり先進的なものを使うことによっ

て進めていけることと、それから若手がこれに取り

組んでいただけるっていうことが先決なんで、この

辺が非常に役に立っているのかなというのは感じま

した。 

 それから、やはりハウスなんかもっとうまく使っ

ていけば、自動的に開閉装置なんかもつくようにな

っておりますし、かなり進んできてるっていう現状

があるもんですから、これを継続していって、ある

程度農業に着手していらっしゃる方たちが続けてい

けるような環境づくりをやっていきたいなと思って

ますんで、よろしくお願いいたします。 

 次に行ってください。 

○議長（馬場 衛） 最後ですね、どうぞ。 

○７番（滝本幸夫） 令和７年３月に作成すること

になっている、農業経営基盤の強化の推進に関する

計画（地域計画）の推進状況についてお伺いします。

○議長（馬場 衛） 産業部長。 

○産業部長（太田英明） お答えをします。 

 令和５年４月１日の農業経営基盤強化促進法の改

正によりまして、従来の人・農地プランが法定化さ

れ、地域計画として位置づけられました。これに伴

い、各市町は令和７年３月末までに、今年の３月末

までなんですが地域計画及び目標地図を作成、公表

することが求められています。 

 本市でも令和５年度より取り組みまして、市内を

５地区に区分して、農業者、とぴあ浜松農業協同組

合及び湖西用水土地改良区などの関係者と協議を進

めてまいりました。これらの意見交換、意見聴取と

いうことも終わりまして、今度３月までに県のほう

に報告をさせていただきます。今、案として、市の

ホームページのほうにも公表しておりますが、その

案を県のほうに報告をさせてもらって、３月末まで

に地域計画のほうが策定されるという運びとなりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（馬場 衛） 滝本議員。 

○７番（滝本幸夫） 今の目標地図の作成公表とい

うことでやっていくいただけるってことで、私もち

ょっと見せていただいたんですけれども、やはりこ

ういったことをきちっとやって、若者のいわゆるグ

ループ化っていうんですかね、そういったことがで

きていくといいなっていうのはすごく感じましたん

で、今後も続けてやっていただけるようによろしく

お願いいたします。 

 まだ新しいこともいろいろありますけども、研究

がまだ不足してますんで、今日の質問はこの程度に

なっちゃいますけどもよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 

○議長（馬場 衛） 以上で、７番 滝本幸夫議員

の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩とさせていただきます。再開を14

時15分、14時15分とさせていただきます。 

午後２時01分 休憩 

───────────────── 

午後２時15分 再開 

○議長（馬場 衛） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 一般質問を続けます。 

 ４番 山口裕教議員の発言を許します。 

  〔４番 山口裕教登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、４番 山口裕教議

員どうぞ。 

○４番（山口裕教） ４番 山口裕教。通告書に従

い、一般質問を行わせていただきます。 

 主題、少子高齢化からの世帯数減少見込みによる
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空き家対策について。 

 質問しようとする背景や経緯。全国的な傾向と同

様、湖西市でも少子高齢化の傾向は年々強まってお

り、本市でも2005年をピークに人口が減少し、現在、

世帯数の減少はまだしていないんですけども、この

ままでは世帯数も減少に転じる可能性があります。

これらによる市街地密度の低下を防ぐため、空き

地・空き家の活用を図り、密度の維持に取り組む必

要があります。 

 そのような中、湖西市は自動車産業が集積する工

業都市でもあり、製造品輸出額は静岡県下において

は静岡市、浜松市に次ぎ第３位となっており、市外

から約１万5,000人が毎日通勤してくる働くまちで

もあります。したがって、市外からの通勤者やその

家族に、湖西市への移住定住を促進することが今後

の湖西市の生命線とも言えます。今後は、子育て世

帯や高齢者世帯など、移住世帯のニーズに対応した

質の高い良好な立地により、定住を促進するために

空き地などの宅地開発とともに、利用可能な空き家

を活用しての借家や売家を促進することにより、人

口減少を防ぎ、安心して快適・便利に暮らし続ける

活力ある湖西市を構築していきたいと考え、質問い

たします。 

 質問の目的は、市街化調整区域内の既存集落地で

は、特に人口減少が進行しています。そのため、空

き家を利活用できる補助制度をつくり、空き家対策

と人口減少対策へとつなげるためです。 

 では質問に。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○４番（山口裕教） 質問事項、まず１番の空き家

の利活用についての１つ目の質問です。空き家の取

得及び利活用を促進するための具体的な支援策をお

伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。都市整備部理事。 

  〔都市整備部理事 匂坂隆拡登壇〕 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） それでは、お答え

いたします。 

 空き家の取得及び利活用を促進するためには、所

有者と利用者、両者への支援が重要と考えておりま

す。本市では、平成28年度から空き家を売りたい貸

したいという所有者と、買いたい借りたい利用者と

をマッチングさせる場として、湖西市空き家バンク

を運用しております。そして、この空き家バンクの

利用がより活発化するように、本年度から所有者が

空き家バンクへ登録するときの手続を簡素化してお

ります。また、登録物件の状態を利用者が把握しや

すくなるように、360度内覧カメラを導入するとと

もに、所有者・利用者ともにオンラインでの受付に

対応できるようにするなどの改善を図っております。 

 また、所有者利用者のマッチングが整い、実際に

空き家を利活用する場面では、空き店舗など利活用

出店事業への補助制度もあり、利用者の支援を行っ

ております。 

 これらの所有者・利用者への支援に加えまして、

空き家問題は自分たちが暮らす地域の重大事である

と地元の方々にも認識いただき、実際に行動してい

ただくことが何より重要でありますので、地域への

周知啓発や相談対応など、地域に寄り添い、地域と

連携した対応を進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。空き

家バンクとかを活用するとともに、地域と共に進め

ていくというところがよく理解できました。 

 湖西市におきましては、約１万5,000人が市外か

ら通勤してくる働くまちであります。ちなみに2020

年時点で、湖西市の人口は５万7,885人です。これ

は、通勤してくる人々は湖西市の総人口の26％、約

４分の１の方が湖西市に毎日通勤してきています。

そのため、通勤者やその家族が移住定住しやすいよ

うに、空き家を利活用することは非常に有効な手段

であるため、ぜひ利活用促進の支援をお願いいたし

ます。 

 では、次の質問に移らせていただきます。よろし

いですか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○４番（山口裕教） ２つ目、老朽化が進み、空き

家の利活用が困難にならないよう、相続者が長期間

放置しないための対応策をお願いいたします。 
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○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 居住をしていない家屋等を長期間放置することで、

将来負の影響が起こり得ることを、現在お住まいに

なっている方や将来相続をすることとなる方に、早

い段階でお伝えしていくことが最も重要であると考

えております。 

 具体的な方法といたしましては、広報紙や公式ウ

ェブサイト、公式ＬＩＮＥあるいはパンフレットな

どによる情報提供のほか、直接お伝えする手段とし

てセミナーの開催が有効と考えております。 

 先月の２日の日に、中央図書館で開催をいたしま

した我が家の終活セミナーでは、29組33名もの方に

御参加をいただきまして、多くの参加者から大変参

考になったとそういった感想を伺っております。 

 引き続き、こうした早い段階での啓発に取り組ん

でいきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 山口議員。 

○４番（山口裕教） パンフレットなどを活用した、

早い段階での周知をいろいろ回していくっていうこ

とですね、ありがとうございます。空き家にしたま

ま長期間放置すると老朽化が進み、空き家の利活用

が困難になるとともに、廃屋になってしまうと解体

費用もかかってしまいますので、ぜひ相続者が長期

間放置しないための対応策を、今以上にもっと推進

していただきますようお願いいたします。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

○議長（馬場 衛） 項目の２ですね、どうぞ。 

○４番（山口裕教） ２つ目の持ち主不明の空き家

対策についての１つ目、未然防止策として市外や県

外に住む相続者へどのように対応するのか、お伺い

いたします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 居住していない家屋等、長期間放置ということで

将来負の影響ということは、先ほど答弁させていた

だきましたけれども、特に子供世帯が市外や県外に

住んでいらっしゃる方には、相続が生じる以前に知

っていただいて、あらかじめ家族間で話合いをして

いただくことということが、大変重要であるという

ふうに考えております。そのため、先ほど答弁させ

ていただきました我が家の終活セミナーに、今後は

現在お住まいになってる方御夫婦で参加いただく、

あるいは親世代、子供の世帯が一緒に参加いただけ

るように、今後周知を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。市外

とか県外に住む相続者、子供世帯それと親世帯、こ

の話合いは非常に重要だと私も思っています。今後

とも、そういった相続者たちの話合いをもっと活発

化させていくようにお願いします。 

 この相続者が市外や県外に住む例、これは全国的

にも増加しており、湖西市でも例外ではないようで

す。草や木が伸び放題となり、隣家に侵食してしま

う話はとても多く報告されていますので、ぜひ市外

や県外に住む相続者に対し、持ち主不明の空き家と

ならないように、未然防止策を今以上に推進してい

ただきますようお願いいたします。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○４番（山口裕教） ２つ目、持ち主不明の空き家

になった場合の対処法をお願いいたします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 所有者不明空き家の対応といたしまして、まずは

本当に相続者がいないかどうか、こういったことを

調査するところから始めてまいります。 

 不動産登記法の改正に伴いまして、令和６年４月

１日から相続登記の申請が義務化をされるなど、所

有者不明空き家の相続者を把握するのに、追い風と

なるような動きも出てきております。調査の結果、

相続者が判明した場合には、相続者に対して電話や

文書により対応を求めてまいります。相続者がいな

いことが判明し、周囲への危害や生活環境の悪化を

及ぼすおそれがある場合には、市が個別の案件とし

て処分することができるかどうかなどを確認をして、

対応していくこととなります。 
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 以上です。 

○議長（馬場 衛） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。持ち

主不明になった空き家ですかね、いち早く何とか洗

い出すということが物すごく大切だと私も思ってい

ます。したがって、持ち主不明の空き家となった場

合、一番困るのは近くに住む隣家の方たちですので、

管理不全空き家などへの対応や、特定空家などへの

認定及び緊急対応処置などが円滑に行われるように、

お願いいたします。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

○議長（馬場 衛） ３番目ですね、どうぞ。 

○４番（山口裕教） 次３つ目、空き家の補助制度

についての１つ目ですが、空き家などの取得、改修、

除去、家財処分などに対する補助について、どのよ

うにお考えかお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えさせていた

だきます。 

 令和４年度に実施した空き家等建物所有者への意

向調査結果から、所有の有無にかかわらず、空き家

等に関する補助制度の要望が多いことを確認してい

るほか、実際に補助制度についてお問合せを受ける

こともございます。空き家の活用を促す、あるいは

周囲に悪影響を及ぼすような空き家の発生を未然に

防ぐために、湖西市の実態に沿った補助制度を今後

検討してまいります。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 山口議員。 

○４番（山口裕教） 今の段階では、今後検討して

いくということなんですね、分かりました。空き家

の増加というのは、その地域の人口減少につながる

場合が多く、自治会、町内会の運営や活力の低下と

もなるため、空き家の活用を促進し、良好なコミュ

ニティを形成することができるよう、人口減少地域

への移住定住促進につなげていくためにも、補助制

度の充実を図るようお願いいたします。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○４番（山口裕教） ２つ目の管理不全空き家や特

定空家を防ぐための管理助成金制度などについて、

どのようにお考えかお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えいたします。 

 令和４年度に実施した空き家等建物所有者の意向

調査結果からは、庭木の手入れですとか草刈り作業

の負担、さらには管理に要する資金面での負担を感

じている方が多いことが分かっております。 

 一方で、空き家の管理はそもそも所有者やその親

族の方が行うものでありますので、現状、空き家の

管理対応を求められた所有者や、その親族の方が対

応しているケースも多いことから、空き家管理に対

する補助制度については、慎重な検討が必要である

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。空き

家というのは、そもそもは個人の財産でもあるため、

本来は所有者が適正に管理する義務がありますが、

経済的な事情などで管理責任を全うできない場合も

考えられ、周辺の近隣住民への生活環境に悪影響を

及ぼすこともありますので、管理不全空き家や特定

空家を防ぐためにも、管理助成金制度の充実を推進

していただきますようお願いいたします。 

 では、最後の質問に移らせていただきますけどよ

ろしいですか。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○４番（山口裕教） 昨年、空き家に対する視察研

修に訪れた高崎市では、人口減少が進む地域の空き

家を借りる場合に、家賃の一部を助成する制度があ

りましたけども、湖西市ではこのような制度を取り

入れる考えがあるのかお伺いいたします。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） お答えさせていた

だきます。 

 高崎市の空き家を借りる方を対象とした家賃の一

部を助成する制度は、移住定住を促すソフト面での

施策の一つというふうに認識をしております。空き

家改修等のハード面での支援策と、移住定住へのソ

フト面での施策、これらの相乗効果によりまして空
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き家の利活用が効果的に広がるよう、研究をしてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 山口議員。 

○４番（山口裕教） 湖西市では、そのような人口

減少が進む地域への助成金とかは、まだ考えてない

ということなんでしょうかね。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部理事。 

○都市整備部理事（匂坂隆拡） 空き家の改修とい

うことでよろしいですか。現在のところは今のそう

いった制度はまだないということでございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 山口議員。 

○４番（山口裕教） 人口減少が進む地域ほど、空

き家の利活用を推進し、活用策や流通促進の支援及

び空き家の利活用に関わる情報を、空き家の所有者

だけでなく、買手や借手となり得る市民や市外の人

たちに広く周知していただき、空き家の利活用によ

り移住定住につなげていけるよう、人口減少の進む

地域へ、特に支援制度の検討をお願いいたします。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（馬場 衛） 以上で、４番 山口裕教議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 次に、８番 三上 元議員の

発言を許します。 

  〔８番 三上 元登壇〕 

○議長（馬場 衛） それでは、８番 三上 元議

員どうぞ。 

○８番（三上 元） 三上 元でございます。 

 当市の基盤施設、英語でインフラストラクチャー

とかいうらしいんですが、これについての質問でご

ざいます。 

 背景ですが、１月28日に発生した埼玉県八潮市の

道路陥没事故を私は映像で見てショックを受けまし

た。左折したトラックが、目の前の穴に突然落ちて

しまった。これを見て本当に気の毒だということと、

これで何にも俺たちはできないんだなということに

対してのショックを受けたわけでございます。原因

を、新聞の報道によるところでしかございませんが、

点検時の判断が甘かったようでございます。2021年

に点検し、腐食を確認したのに直ちに工事をする必

要はないと判断をしたというふうに報じられている

わけでございます。そして東京都は、下水道の緊急

点検を実施中と言っていましたが、この問題は下水

道だけの問題ではなく、基盤施設全体への警告と受

け取らなければなりません。 

 私は1990年代、時々韓国に行っておりました。遊

びも仕事もございました。そのために、ソウルの橋

の事件を見て、これもちゃんと映像に残っておりま

したが、これまたショックを受けたわけでございま

す。 

 その次に2007年、アメリカのミネアポリスの高速

道路の崩落事故、まさにこれも映像でしっかり見る

ことができました。重要な橋なので、24時間カメラ

がついているのだと思います。 

 ソウルの大橋は、完成後たった15年なんです。だ

から、これは手抜き工事ではないだろうかというう

わさもかなり出ていたわけでございます。 

 実は、その頃私はパラオにも行ったことがありま

して、パラオで浜名大橋とそっくり同じの設計を日

本でしてもらい、それをパラオで造ったわけでござ

います。業者はソウルの業者が落札をして、韓国の

会社が造ったと聞いておりますが、これも数年で倒

れてしまったことを聞いて、これは手抜き工事では

ないかと言われているけれども、証拠がないからど

うしようもないんだという言い方をしておりました。 

 ミネアポリスの道路は完成後40年でした。40年と

いうことは、50年ぐらいが平均的な耐用年数と言わ

れているわけですから、そろそろ危ないよという時

期になったわけでございます。ミネアポリスの事故

は前年に点検し、亀裂を発見したのだがまだ大丈夫

だという判断をしてそのまま放置された。そうした

ら１年後に崩壊したというわけでございます。そう

いう過去の事例を、この八潮市の道路陥没事故で私

は思い出しました。 

 そこで質問の目的でありますが、基盤施設は種類

によって点検のやり方は異なると思います。どのよ

うな点検をするのか、どこを点検するのか、その点

検の情報を得てどんな行動を誰が決断して行うのか、
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それをやはり知りたいなというふうに思いました。 

 質問事項に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○８番（三上 元） １、当市の歴史で、基盤施設

の損傷によって大きな事故を引き起こした例があれ

ば教えてください。 

○議長（馬場 衛） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。環境部長。 

  〔環境部長 石田裕之登壇〕 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 当市の様々な基盤施設の中で、水道事業におきま

して近年で２件の事例がございます。 

 １件目は平成17年度、白須賀地区において水道管

の漏水により道路が陥没し、乗用車のタイヤがはま

り込み、乗用車の底面部を破損させたというもので

ございます。２件目は平成27年度、鷲津地区におき

まして、老朽管の破損により交差点内が冠水すると

ともに舗装面が約10センチメートル程度浮き上がっ

たものでございます。これによりまして、近隣の10

世帯が約１日断水をいたしました。どちらの事例に

つきましても人的被害はございませんでした。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） ありがとうございます。私は、

水道においてというふうに質問していないんですね、

基盤施設全体を質問してるんです。水道の問題だけ

が語られたということは、ほかには何もないという

ふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 私がお答えいたしま

す。 

 議員の御質問の中で、大きなというお話がありま

したので、今回大きな事故、事例を挙げさせていた

だきました。土木のほうでは、舗装の剥離によって

タイヤがパンクしたというようなものは年に数回ご

ざいますが、大きな事故というのはございません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） 大変失礼いたしました。大き

なというのは漠然として言いにくいですね、人身事

故がというふうに具体的に言えばよかったのに、ち

ょっと反省をいたしております。基本的には大きな

事故はない、人身事故もないというふうに受け止め

たいと思います。幸いだったなと思います。 

 それでは、２つ目の質問に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○８番（三上 元） 下水道が整備されている地域

について、管渠の老朽化や地盤が弱いために道路陥

没リスクが懸念されるような危険箇所があるのか、

また常日頃、点検維持の方法はどのように行ってい

るのか教えてください。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 下水の貯留等の原因により、腐食するおそれが大

きい排水施設としまして、腐食のおそれのある箇所、

こちらは市内に85か所ございます。腐食のおそれの

ある箇所というのは、下水の流路の勾配が著しく変

化する箇所、または高低差が著しい箇所となります。

腐食状況の確認につきましては、下水道法において

５年に１回以上の頻度による法定点検が義務づけら

れております。 

 本市では、法定点検に基づき５年ごとにマンホー

ルの腐食状況の目視点検を市職員が実施しておりま

す。また、管路及びマンホール内部において、目視

点検ができない箇所につきましては、専門業者によ

るテレビカメラ調査を行っております。これまでの

調査結果におきましては、劣化や腐食が著しい箇所

はございません。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） ありがとうございます。職員

の目視ということは分かりましたが、下水とか上水

というのは、地下に潜っているわけでございます。

そこで、目視というのはどういう目視をするんでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 まず、マンホールの蓋を開けまして、内部をのぞ

いて土砂の堆積があるかどうかとか、腐食が進んで

いる異常がないかどうかというのをのぞき込むとい
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うことになります。特に、下水道管というのは中に

硫化水素等が発生しているということでございます

ので、深い位置に下水道管は入っておりますので、

やはり素人がはしごを使って下まで入り込むと危険

が伴うということから、まず市職員では目視での点

検をまずするということで考えております。 

 あと、水道管につきましては、基本的に20センチ

メートルとか30センチメートルというそういった細

い管でございますので、これはなかなか中をのぞく

ということはできませんので、道路の状況とかあと

は様々なＡＩ技術を使って、漏水探知といったこと

もできますので、そういった方法を取り入れて水道

管の破損とかそういった状況を把握しているのが実

情でございます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） ありがとうございます。目視

の次は、カメラを使うと言いましたが、カメラとい

うのはやっぱり管の中に潜って入ることができる、

胃カメラのような感じで、カメラを使って管の状況

を見るという意味でしょうか。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） いろんな、近年では新聞

とかでも浜松市さんがやられたとかっていうような

写真が掲載されたと思いますが、専用のこういった

下水道管を監視する専用のカメラ、小さいカメラを

お持ちの業者さんがいらっしゃいまして、そういっ

たカメラを数メートル下の管の中に入れて、中を映

して腐食状況の確認をするということを実際にやっ

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） 了解しました。 

 ３番目の質問に移ります。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○８番（三上 元） 八潮市の事故を受け、下水道

の緊急点検を市が行ったということを僕が質問しま

したが、その後メールで議員宛てに報告されており

ますので、これは報告しなくて結構でございます。 

 そこで、この報告の状況を考えると、緊急に何か

工事を行ったりする必要のある箇所は、今のところ

当市ではないというふうに考えてよろしいでしょう

か。 

○議長（馬場 衛） 環境部長。 

○環境部長（石田裕之） お答えします。 

 当市の下水道管渠布設工事っていうのは、平成７

年度から始まっておりまして、約30年経過している

というのが湖西市の下水道管でございます。そうい

ったことも鑑みますと、先日、職員が見て回った中

ではやはりそのマンホールの蓋とか、蓋枠のさびが

発生しているというのが分かったという程度でござ

いますので、劣化状況から早急に交換が必要なもの

はないし、下水道管につきましてもまだ実際30年程

度しかたっていないといったことから、ただ様々な

パトロールは必要かとは思いますが、今後も目を光

らせて点検はしていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） ありがとうございます。 

 それでは、４番目の質問に。 

○議長（馬場 衛） どうぞ。 

○８番（三上 元） 入出の弁財橋は、想定耐用年

数に近づいていると聞いております。過去には、辞

められた加藤議員が一般質問で取り上げたと思いま

すが、答弁で架け替えの検討を地元と調整を進めて

いるというような答弁だったと思いますが、その後

の弁財橋はどのように推移しているでしょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えをいたします。 

 弁財橋は55年が経過し、橋梁の一般的な耐用年数

である50年を経過しております。令和３年度に実施

した道路法に基づく法定点検においては、道路橋の

機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から

措置を講じることが望ましい状態のⅡ判定という結

果でございました。その５年前、平成28年度の法定

点検においてもⅡ判定であり、現状大きな劣化の進

行は確認されておりません。 

 よって、早急に実施しなければならない修繕はな

く、長寿命化の観点からまだまだ弁財橋を供用して



１５５ 

いきたいというふうに考えております。しかしなが

ら、弁財橋の下部構造においては、現在の耐震基準

に合致していないことから対応が必要になります。

今後生じるであろう修繕と耐震対策は、架け替えを

含め総合的に判断することになりますので、引き続

き検討してまいります。 

 また、この弁財橋と同様の下部構造となっている

のが、新居地区の市道向島弁天線、浜名川の河口付

近、みなと運動公園の北側になりますけどもそちら

に架かる東門橋で、弁財橋と同様、修繕と耐震対策、

架け替えを総合的に検討する必要がございます。 

 この東門橋は南進２車線、東側は県管理、北進２

車線、西側は湖西市が維持管理を行っております。

現在は、県が令和３年度に実施しました点検に基づ

き、総合的に検証しているところでございます。ま

ずは、この東門橋について検討を進め、県と連携・

調整の上、早期事業化を図りたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） ありがとうございます。一つ

言葉でちょっと不明な言葉があったんですが、令和

３年の点検は未判定って言いましたよね、未判定と

いうことは判定できないってことですね。Ⅱですか、

Ⅱ判定、２つの判定が出たとそういう意味。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長から、少しその

点について説明をいただきます。 

○都市整備部長（小倉英昭） 判定には、Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ、Ⅳというグレードがございまして、Ⅰが健全、

Ⅱが予防保全段階、今回、弁財橋と東門橋がこちら

に該当しますが、あとⅢ判定、早期措置段階、こち

らのほうが先日工事が完了しました鷲津駅の人道橋

なんかが該当いたします。それとあと、Ⅳ判定とい

うのがございまして緊急措置段階、これはすぐに橋

を止めて対応を取りなさいよというようなものにな

っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。Ⅱ判定という

のはⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳというグレードの中の２番目の

判定、ということはⅣ段階の中では中間よりも少し

軽い、緊急で何かやらなきゃならないことはないだ

ろうというグレードであると、ただし、その後で申

されましたように、老朽化という点で見るとまだ大

丈夫でも、その耐震対策という点では不十分ではな

いかということも付け加えられている判断だったと

いうふうに聞いておるということは、そんなに安心

というほどでもないという微妙な段階ではないかと

いう気がいたしますが、いかがでしょう。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） 議員おっしゃるとお

りでございまして、老朽化の観点ではそんなに傷ん

ではないよ、ちょっと手を入れればまだまだ長もち

しますよという状況ではございます。お話しさせて

いただきました基礎の部分が、今の耐震基準に合っ

てないというところで、うちとしてはできるだけ早

いところ、架け替えなりなんなりの対応を取ってい

きたいところではございますが、同じような状況が

東門橋のほうにもございまして、今の判断でいきま

すとそちらを優先して考えていきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） ありがとうございます。令和

３年に点検をして、法律では５年ごとの点検という

ふうに聞いておりますので、今令和７年ですからあ

と３年後にはちゃんとした検査をしっかりして、工

事に着手することになるのかどうかという、要はち

ゃんとした検査、点検をする直前にあるというふう

に理解していいですか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） そうですね、５年ご

との点検でグレードがまた決まってきますので、そ

のときにⅡであれば、申し訳ないですけどまだまだ

もたせていきたいというのが気持ちでございまして、

Ⅲになりましたら対応策を考えていくことになると

思います。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。ただ、ミネア
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ポリスのように、前年に点検をして専門家が大丈夫

だと言って潰れてるわけです。この判断ですね、専

門家に丸投げする以外、我々としては手がないと。

しかし専門家は信用できないと、これでいいんでし

ょうか。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 この後の質問、御回答にも出ていきますけども、

やはり資格を持った専門業者にやっていただいてる

というところではございますけども、うちのほうも

専門業者からの報告を受けるに際しまして、それ相

応の知識と経験等がありませんと、お話にならない

といいますか会話になりませんので、そういった面

では技術の研さんと申しましょうか、技術力の向上、

そちらのほうには努めてまいりたいというふうには

考えております。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。何しろ、八潮

市もミネアポリスも専門家が判断して、大丈夫だっ

て言ったのが潰れるんです。ですから、専門家に互

角に対抗できないかもしれないけれども、それなり

に対抗できる知識を持った人間がいないと、まさに

都市整備部長おっしゃるように会話にならない、議

論すらできないと、丸のみする以外手がないと。そ

して来年潰れるかもしれないと、これは避けたいと

思いますので、ということは５番目の僕の質問も少

ししゃべってる、こういう意味ですかね。 

○議長（馬場 衛） 三上議員、ちゃんと５番を質

問していただいて結構ですので。 

○８番（三上 元） それでは半分、５番目の質問

でありますが一応改めまして、道路、橋梁、上下水

道などの基盤施設の老朽化に起因する事故の事後、

それから予防保全について、この八潮市の事故から

何を学んだのか、また今後の危機管理に対する市の

考え方についてお伺いしたいと思います。 

○議長（馬場 衛） 都市整備部長。 

○都市整備部長（小倉英昭） お答えいたします。 

 道路、橋梁、上下水道などの基盤施設につきまし

ては、職員や専門業者による点検、パトロールを行

い、各施設を健全な状態に保つよう努めております

が、今回の八潮市の事故のように点検を実施してい

た施設であったこと、さらには耐用年数内の施設で

あったにもかかわらず事故が起こり得ると、そうい

った危険性を持っているということを再認識いたし

ました。 

 今後は、定期的に行っておりますパトロールの内

容を見直し、修繕の必要性が生じた際には、速やか

な対応により大事故を未然に防ぐよう努めてまいり

ます。 

 また、点検に携わる職員のスキルアップが最も重

要であると考えます。例えば、橋梁点検に携わる職

員においては、国が行う橋梁の管理実務者研修を受

講し、橋梁点検の専門知識を習得しているところで

ございますが、管理を行うためには施設の構造や施

工の知識というものも欠かせないと考えます。 

 今後は、国や県が主催する研修などに積極的に参

加し、委託業者が点検した内容や意見に対し、対等

以上に検証する能力を習得できますよう、これまで

以上に技術、知識の向上、人材育成に努めてまいり

ます。 

 以上です。 

○議長（馬場 衛） 三上議員。 

○８番（三上 元） ありがとうございます。知識

のレベルは、資格を持った専門業者と比べて市の職

員の能力は多少は劣っていると思いますが、ある意

味では真剣に思う気持ちは、市の職員のほうが市民

の命を預かってるという真剣さがありますから、ひ

ょっとすると能力以上の鋭い質問ができるかもしれ

ない。それはトランプ大統領、ゼレンスキー大統領

の論争を見ていて僕は感じました。ゼレンスキー大

統領は母国語じゃないんです。そして、通訳を入れ

ずにトランプ大統領と互角に語り合った。これはね、

真剣さが能力を上げるんだと思うんです。だから、

市の職員は俺たちは専門家の意見は聞くけれども、

我々が市民の命を守ってるんだという真剣さと８掛

けの能力があれば、十分論争できるし、質問力とい

うのが大切だと思いますが、これは何なんですか、

これでいいんですか、鋭い質問をいっぱいできる程

度の、ゼレンスキー大統領の英語力ぐらいの能力が
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あればできると私は思っておりますので、どうぞス

キルアップに職員も努めていただいて、専門業者と

十分論争できることを期待して、私の質問を終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

○議長（馬場 衛） 以上で、８番 三上 元議員

の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（馬場 衛） 以上で本日の日程は終了いた

しました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ

さまでございました。 

午後３時04分 散会 

───────────────── 

 


